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教育論文 

 

教職論、教育行財政、教育課程論の内容の変化等に関する一考察 

－教職課程コアカリキュラム策定の前後と教員養成部会の「中間まとめ」に着目して－ 

 

札幌国際大学スポーツ人間学部スポーツ指導学科 教授 平田嘉宏 

 

キーワード： 教職論、教育行財政、教育課程論 

 

1  はじめに 

2017年に教職課程コアカリキュラムが策定されて

からの教職課程に関するテキストでは、その内容に新

たな項目が加わっている。その中には、時事的な項目

など、他の科目との重なりが生じているものもあり、

実際、学生からは同じようなことを繰り返して学んで

いるという意見もある。そのような中、中教審教員養

成部会の教職課程・免許・大学院課程ワーキンググル

ープによる「今後の教職課程や教員免許制度の在り方

について（中間まとめ）」（以後、「中間まとめ」という。）

において、小中高の一種免許における合計単位数が59

単位から31～35単位へ削減する方向で検討が進めら

れている。 

こうしたことから、本研究では、教職課程コアカリ

キュラムが策定される前と後における教職課程に関す

るテキストの内容の変化を分析し、最近の特徴を重な

りも含めて整理するとともに、中教審教員養成部会の

教職課程・免許・大学院課程ワーキンググループによ

る中間まとめを踏まえて、今後の教職課程の科目の内

容をどう整理するか検討することとし、それらをもっ

て今後の教職課程の実践に資することを目的とする。 

なお、取り上げる科目は、教職論（本学では「教師

論」）、教育行財政、教育課程論の3科目（以後、「教職

3科目」という。）とした。 

 

2  研究方法 

1科目につき教職課程コアカリキュラムが策定され

る前と後の大学テキストを5冊ずつ選び、その目次の

記載内容から、教職課程に関するテキストの内容の変

化を分析する。 

また、中間まとめを踏まえて教職3科目の内容の検

討を行う。 

 

3  先行研究 

大辻(2024)は、「教職基礎論」及び「教職概論」の大

学テキストの目次を5冊ずつ分析している。このうち

今回対象とするうちの1科目である「教職概論」に該当

するものの発行年は2009年から2016年の間であり、教

職コアカリキュラム以前のものである。これは「その

前後での変化を検証するには、かえってこの古さが好

都合になる」からであると述べている。なお、大辻

(2024)は、先行研究について、教職コアカリキュラム

に関する論考というものは多いが、科目の内容に踏み

込んだ議論は多くなく、主要概念の頻出度の議論につ

いてはなかったという。 

大辻(2024)は、これら5冊の章と節のタイトルからキ

ーワードを取り出し、頻出度をまとめているので、本

研究においても同様にまとめることとした。なお、こ

の5冊を選んだ理由は、手頃に入手できたというので

あるが、後述するように、本研究においても傾向を掴

むのに同様の入手の仕方をしていること、また、大学

テキストの発行部数の把握は、通常の書籍と異なり極

めて困難なことから、本研究の集計結果はあくまでも

今後の参考とするのが妥当と考える。大辻(2024)によ

る「教職概論」のキーワードを頻出度順に並べると、

表1のようになる。 

表1 大辻による項目毎の頻出度 

 キーワード  キーワード 

9 

8 

7 

5 

5 

5 

資質能力 

教育（教職）の意義 

教授学習・授業 

生涯学習・社会教育 

学校制度 

学校運営・学校経営 

4 

4 

2 

1 

－ 

職務内容 

身分保障 

学ぶ・教える 

法規 

チーム 

なお、最後の「－ チーム」は、チームというキー

ワードとしては明示的ではないチームに関する記述が
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1 原清治(2005):学校教育課程論　学文社

2 山﨑保寿・黒羽正見(2008):教育課程の理論と実践　第1次改訂版　学陽書房

3 柴田義松(2008):教育課程論　第二版　学文社

4 山田恵吾・藤田祐介・貝塚茂樹(2009):新訂版　学校教育とカリキュラム　文化書房博文

5 田中耕治(2009):よくわかる教育課程　ミネルヴァ書房

6 古川治(2019):改訂新版　教職をめざす人のための教育課程論　北大路書房

7 山崎保寿(2019):未来を拓く教師のための教育課程論　学陽書房

8 山内紀幸(2022):新時代の教育課程論　一藝社

9 木村裕(2022):教育課程論・教育評価論　ミネルヴァ書房

10 尾崎博美(2024):ワークで学ぶ教育課程論〔増補改訂版〕　ナカニシヤ出版

1 渡部蓊(2004):教育行政　日本図書センター

2 小川正人(2010):現代の教育改革と教育行政　放送大学教育振興会

3 河野和清(2014):新しい教育行政学　ミネルヴァ書房

4 勝野正章(2015):教育行政学－改訂新版　学文社

5 早田幸政(2016):教育制度論　ミネルヴァ書房

6 青木栄一(2019):教育制度を支える教育行政　ミネルヴァ書房

7 川口洋誉・古里貴士・中山弘之(2020):未来を創る教育制度論【新版】　北樹出版

8 坂野慎二・湯藤定宗(2022):学校教育制度概論【第三版】　玉川大学出版部

9 高妻紳二郎(2023):新・教育制度論［第２版］　ミネルヴァ書房

10 横井 敏郎(2024):教育行政学(第5版)　八千代出版

1 伊藤一雄・北川一幸・ 溪逸哉(2004):教職への道標　サンライズ出版

2 教職問題研究会(2004):教職論　第2版　－教員を志すすべての人へ－　ミネルヴァ書房

3 石村卓也(2008):教職論　これから求められる教員の資質能力　昭和堂

4 岩田康之・高野和子(2012):教職論　学文社

5 秋田喜代美・佐藤学(2015):新しい時代の教職入門〔改訂版〕　有斐閣アルマ

6 小島弘道・北神正行・水本徳明・平井喜美代・安藤知子(2020):教師の条件［改訂新版］

7 津田徹・広岡義之・林泰成・貝塚茂樹(2021):教職論　ミネルヴァ書房

8 大家まゆみ・本田伊克(2022):これからの教職論　ナカニシヤ出版

9 大村龍太郎・佐々木幸寿(2023):新版 教職総論－教師のための教育理論　学文社

10 佐藤晴雄(2025):教職概論　第7次改訂版　学陽書房

教育課程論

教育行財政

教職論

あったとのことである。 

 

4 分析の対象としたテキストと分析方法 

4.1 分析の対象 

今回分析したテキストは、各科目ごとに教職課程コ

アカリキュラム以前に発行された5冊と、教職課程コ

アカリキュラム対応の2019年以降に発行された5冊と

した。具体的には表2のとおりである。 

表2 分析したテキスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テキストの選定にあたっては、発行部数の把握が極

めて困難であることから、手元にあるものや図書館で

確認できたもの、詳細な目次が出版社等により公開さ

れているものを候補とし、5冊ずつに絞り込んだ。 

 

4.2 分析方法 

分析するデータとして、章及び節相当の文言からキ

ーワードを拾い出し、分類・集計した結果を用いて教

職課程コアカリキュラム以前と以後の変化を分析した。 

また、他の教職科目とも受け取れるキーワードが一

定数あったことから、これらを別途抽出し、考察した。 

 

5  テキストの分析結果 

5.1  教育課程論 

5.1.1 キーワードの抽出 

教育課程論では、当初キーワードは79にのぼったが、

頻度の低いものなどを除外し、19のキーワードを用い

ることとした。次に、19のキーワードを大まかに次の

5つに分類した。教育課程、学習指導要領、学習評価、

特別支援教育、教科書である。 

以下、教職課程コアカリキュラム以後のキーワード

数を「新」、以前の数を「旧」と示すこととする。 

5つの分類ごとのキーワード数は、表3のようになっ

た。 

表3 教育課程論のキーワードの分類項目ごとの数 

「新」の方が明らかに多い分類項目における具体的

なキーワードは、表4、表5のとおりである。 

なお、特別支援教育は、それ自体がキーワードであ

る。 

最後に、新旧で集計数の違いの少ない「教育課程」

であるが、具体的なキーワードは表6のとおりである。 

新 旧

教育課程 15 14

学習指導要領 27 14

学習評価 4 2

特別支援教育 2 －

教科書 － 6

計 48 36

表4　学習指導要領のキーワード

新 旧

学習指導要領 5 4

学習指導要領の変遷 5 4

社会に開かれた教育課程 3 －

資質・能力 3 －

コンピテンシー 2 －

カリキュラム・マネジメント 4 1

主体的・対話的で深い学び 2 －

総合的な学習の時間 3 5

計 27 14

表5　学習評価のキーワード

新 旧

パフォーマンス評価 2 －

学習評価 2 2

計 4 2
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5.2 分析結果 

表4の学習指導要領では、社会に開かれた教育課程、

資質・能力、コンピテンシー、カリキュラム・マネジ

メント、主体的・対話的で深い学びが明らかに増えて

いる半面、総合的な学習の時間については減少傾向に

ある。 

表5の学習評価では、パフォーマンス評価が新たに

記述された。また、表3のように、特別支援教育につい

ても教育課程論において記述されるようになった。 

その一方で、教育課程論において、表3のとおり教科

書についての記述がなくなった。これは、選定したテ

キストにより招いた結果である可能性もあるので、な

ぜなくなったのかということを結論付けることは避け

る。 

ただし、教育課程論において、新たなキーワードで

テキストの内容が増えた分、テキストから削るとした

ら、教科書検定や教科書採択に関する記述については、

その内容に制度的な側面があることから教育行財政で

扱うようにすることはありうる。 

表6の教育課程では、教育課程の歴史が減少し、法令

や編成の実際が記述されている。教育課程の歴史的変

遷よりも、実際の編成やその根拠に力点が置かれるよ

うになった可能性がある。 

 

5.3 教職論 

5.3.1 キーワードの抽出 

教職論では、当初キーワードは139にのぼったが、頻

度の低いものなどを除外し、114のキーワードを用い

ることとした。次に、これらのキーワードを大まかに

次の8つに分類した。教職の意義、教職員、勤務、養成・

採用・研修、指導、学級運営、ICT、チーム学校である。 

8つの分類ごとのキーワード数は、表7のようになっ

た。 

 

表7 教職論のキーワードの分類項目ごとの数 

 

新旧の差が明らな分類項目のうち、「新」しかない

ICTとチーム学校以外の項目の具体的なキーワードは、

表8、表9のとおりである。 

なお、ICT、チーム学校は、それ自体がキーワードで

ある。ICTについては、教育の情報化といった文言も

ICTに含んで集計したが、分析への影響は実質的にな

いと考えている。 

最後に、新旧で集計数の違いの少ない項目について

であるが、まず、教職、勤務、学級運営については、

どのキーワードも差がなかった。教職員も集計数の違

いが少ないが、この項目キーワードのうち、新旧で差

があるのは、資質能力とやりがいの２語で、いずれも、

「新」しかなかった。 

 

5.3.2 分析結果 

養成・採用・研修では、養成の歴史の記述が多くな

った。これは、歴史的に教職科目の見直しが繰り返さ

れたことや、再課程認定が大学の教員にとって負担の

新 旧

教職 7 6

教職員 29 23

勤務 2 2

養成・採用・研修 15 9

指導 1 7

学級運営 2 3

ICT 3 －

チーム学校 5 －

計 64 50

表6　教育課程のキーワード

新 旧

教育課程とは 5 5

教育課程の歴史 1 4

教育課程編成 4 5

教育課程の法令 3 －

教育課程編成の実際 2 －

計 15 14

表8　養成・採用・研修のキーワード

新 旧

養成 3 2

養成の歴史 4 1

教員採用試験 3 2

研修 5 4

計 15 9

表9　指導のキーワード

新 旧

授業・学習指導 － 4

教科外 1 3

計 1 7
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大きい作業だったことが影響した可能性がある。 

授業・学習指導や授業外の指導の記述が顕著に減少

したが、これも再課程認定の際の科目の見直しにおい

て、従前の教科に関する科目が教科及び教科の指導法

に関する科目として教科の指導法が重視されたことや、

新たに総合的な学習の時間の指導法が新設されるとと

もに道徳は理論も含むこととなったほか、進路指導に

キャリア教育を含むことになり、複数の教職科目にお

いて指導法が重要視されたことから、教職論における

指導法の必要性が相対的に減った可能性がある。ただ、

それによって、学習指導計画や学習指導案の作成に関

する基本的な指導をどの科目で行うかについて課題と

なっている可能性もある。この課題は2通り考えられ、

一つは同じようなことを2つの科目で指導しているパ

ターンと、どの科目でもしっかり指導していないパタ

ーンである。 

最後に、大辻(2024)による「教職概論」は教職論と

同等の科目であることから、キーワードを集約した表

1との比較をする。表1における「教授学習・授業」は

7であり、表7の「指導」の「旧」も7であるのに対し、

表7の新は1であることから、比較すると授業・学習指

導やはり顕著に減少しているとみることができる。 

 

5.4 教育行財政 

5.4.1 キーワードの抽出 

教育行財政では、当初キーワードは116にのぼった

が、頻度の低いものなどを除外し、65のキーワードを

用いることとした。次に、これらのキーワードを大ま

かに次の16に分類した。法規、教育行政、教育委員会、

財政、教育課程、学校教育制度、学校経営、地域との

連携、教職員、勤務、養成・採用・研修、教員評価、

チーム学校、学校安全、人権、生徒問題である。教育

行財政の内容は実に多岐にわたることから、これ以上

分類を集約することはできなかった。 

16の分類ごとのキーワード数は、表10のようになっ

た。 

表10 教育行財政のキーワードの分類項目ごとの数 

「新」の方が明らかに多い分類項目における具体的

なキーワードは、表11、表12のとおりである 

 

なお、チーム学校や学校安全は、それ自体がキーワ

ードである。 

最後に、新旧で集計数の違いの少ない項目について

であるが、教育行政では民間人校長が旧のみ2、教育課

程では特別の教育課程が新のみ2、教職員では身分保

障が旧のみ2、教員評価では勤務評定が旧のみ2であっ

た。 

 

表11　学校教育制度のキーワード

新 旧

学校教育制度 3 2

設置者 3 2

義務教育制度 3 1

就学義務 1 1

学校選択制 － 2

小中一貫教育、義務教育学校 1 1

高校教育制度 2 －

特別支援教育制度 3 1

高等教育 2 2

就学前教育制度 3 2

幼保一元化 2 －

諸外国の教育制度 2 1

計 25 15

表12　生徒問題のキーワード

新 旧

いじめ 2 －

不登校 2 －

子どもの貧困 2 1

教育費 2 3

就学支援制度 1 1

計 9 5

新 旧

法規 16 12

教育行政 18 18

教育委員会 7 7

財政 4 6

教育課程 12 17

学校教育制度 25 15

学校経営 7 6

地域との連携 10 11

教職員 5 8

勤務 3 2

採用・養成・研修 13 13

教員評価 4 6

チーム学校 2 －

学校安全 3 －

人権 3 4

生徒問題 9 5

計 141 130

新 旧

法規 16 12

教育行政 18 18

教育委員会 7 7

財政 4 6

教育課程 12 17

学校教育制度 25 15

学校経営 7 6

地域との連携 10 11

教職員 5 8

勤務 3 2

採用・養成・研修 13 13

教員評価 4 6

チーム学校 2 －

学校安全 3 －

人権 3 4

生徒問題 9 5

計 141 130
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5.4.2 分析結果 

学校教育制度では、義務教育制度や高校教育制度、

特別支援教育制度、幼保一元化と、学校種にかかわら

ず学校制度に関する記述が多くなったが、これは、い

ずれの学校種においても多様化が進んだためと考えら

れる。特に、特別支援教育では特別の教育課程に関す

る記述が多くなった。 

教職課程コアカリキュラムに明記された内容からす

ると、学校安全は明記されたためテキストでも新たに

記述され、チーム学校も教職論の方に明記された関係

から教育行財政でも新たに記述されたと考えられる。 

いじめ･不登校･貧困についても、近年児童虐待や自

殺とともに課題として取り上げられるものであり、生

徒指導に関する科目ではない教育行財政においても、

教職課程コアカリキュラムで「教育に関する社会的事

項」として、一般目標に「社会の状況を理解し、その

変化が学校教育にもたらす影響とそこから生じる課題、

並びにそれに対応するための教育政策の動向を理解す

る」とされていることから、テキストに記述されたも

のと考えられる。ただ、それは、同じようなことを生

徒指導に関する科目でも指導することになり、学生か

らすると同じようなことを程度の差こそあれ繰り返し

学ぶことになることが課題である。この課題は教職論

でも述べたものである。 

中央審議会答申「これからの学校教育を担う教員の

資質能力の向上について」(2015)から教職課程コアカ

リキュラムの策定まで2年かかったことを踏まえると、

2026年度に予定されている中央教育審議会の答申か

ら2年後の2028年度に新たな教職課程コアカリキュラ

ムが策定されると予想される。この教職課程コアカリ

キュラムにおいて、こうした重なりが解消されるかが

注目される。 

一方、学校選択制、民間人校長、勤務評定など、近

年注目されなくなったキーワードは記述されなくなっ

た。 

 

6 他の科目とも受け取れるキーワード 

分析を進めると、他の科目とも受け取れるキーワー

ドが少なからずあったことから、これらを表13のとお

り整理した。なお、対象としたキーワードのうち、教

職課程コアカリキュラムの前に発行したテキストにし

か記載がないものや、生涯学習や社会教育のように、

学校教育とは異なるものは除外した。また、このよう

に整理する関係上、既に示した教職3科目の分析と重

複するキーワードもある。 

表13 他の科目とも受け取れるキーワード 

表の幅の関係で、科目名は2文字で示してあり、行政

は教育行財政、教職は教職論、課程は教育課程論、特

支は特別支援教育、生指は生徒指導、教相は教育相談、

進路は進路指導のことを指している。 

教育課程と学習指導要領、特別の教育課程が「新」

において教育行財政に記載されているのは、制度的な

観点で十分ありうる。このように、制度的な観点から

みると、「新」において行政となっているキーワードは、

不自然ではないと受け止められる。 

次に、「新」において教職に記載されている、法令、

学校経営、地域との連携、生徒指導、キャリア・進路

については、教職論が教職の意義や教員の役割・職務

内容に関する科目であることから、関連して記載され

ることは十分ありうる。 

このように検討を進めると、問題は、異なる授業で

同じキーワードを学生にどう効果的に示すかという点

になる。教職論では、こういうキーワードがあるとい

う認識を持たせて深入りはせず、教育行財政では深く

学ぶといった科目間の連携をとるのが一つの方法であ

る。先述した学習指導案の作成の重複もそうであるが、

科目の担当者同士の連携がとれることが望ましい。た

だし、年度をまたいで履修していくうちに、新たに重

新 旧 本来

教育課程 行政 5
行政 5
教職 3

課程 5

学習指導要領 行政 3
行政 5
教職 3

課程 5

特別の教育課程 行政 2 － 特支

教員の職務・服務・義務 行政 2 行政 3 教職 3

専門職 行政 2 行政 1 教職 3

研修 行政 3 行政 5 教職 5

チームとしての学校 行政 2 － 教職 5

法令 教職 2 教職 1 行政 4

学校経営 教職 2 教職 3 行政 4

地域との連携 教職 2 教職 2 行政 3

生徒指導 教職 2 教職 2 生指

いじめ・不登校 行政 2 － 生指

貧困 行政 2 行政 1 教相

キャリア・進路 教職 1 教職 2 進路

※　科目名の後ろの数字は冊数
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要な教育政策が行われるようになるなど、当初教職論

で学んだ内容にどうしても触れて最新情報を授業で扱

うといったこともありうることから、連携当初のまま

で指導内容が硬直化しないよう留意する必要がある。 

 

7 中間まとめによる教職3科目の変更点等 

中間まとめで新たに示された「教科指導等に関する

科目」は、教育課程編成上の教科・科目等の指導に関

する科目と受け止められる。この新たな科目には、現

行の一種免許のための「教科及び教科の指導法に関す

る科目」の28単位に加えて道徳などの指導法及び生徒

指導等に関する科目から10単位近くが含まれ、単純計

算で現行の40単位近くが該当することになるが、中間

まとめによると、12単位以上とすることとなっている。

ただし、中間まとめでは、別途強み専門性に係る内容

が20単位以上必要とされている。これは教職科目では

なくてもよいとすれば、教育課程論は従前とそう大き

く内容は変わらない可能性もある。具体的にはどうな

るのか、今後の動向が注目される。 

同じく新たに示された「教育及び幼児、児童又は生

徒の理解に関する科目」は、現行の教科・科目等の指

導に関する科目以外で教育実習を含まない科目と捉え

れば、それで13単位になり、教育行財政においては、

社会的、制度的及び経営的事項（教育法規を含む）と

ニュアンスがかわった。さらに新たな事項「教師とし

ての適応力・回復力・自己管理能力の育成」「教育にお

ける多様性の包摂」「教育データの活用及び人工知能」

も加わっているが、これらを12単位以上とすることと

なっている。 

中間まとめによれば、現行の教職3科目で影響を受

けるのが教育行財政であり、現行の「社会的、制度的

又は経営的」が「社会的、制度的及び経営的」と内容

が増えるとともに、「学校と地域との連携及び学校安全

への対応を含む」の部分が「教育法規を含む」に置き

換わっている。削除された地域との連携は、様々な指

導場面で取り扱うことができる。しかし、同じく削除

された学校安全については、中高保健体育の免許取得

を目指す本学科の学生にとっては、保健体育という教

科の教員として非常に大切な内容であることから、し

っかり取り扱う必要がある。教育課程論と教職論につ

いては、新たな教職課程コアカリキュラムにもよるが、

中間まとめ段階では、現行どおりと捉えることができ

る。 

 

8 まとめと今後の課題 

本研究では、教職課程コアカリキュラムが策定され

る前と後における教職課程に関するテキストの内容の

変化を分析するとともに、中教審教員養成部会のワー

キンググループによる中間まとめを踏まえて、今後の

教職課程の科目の内容をどう整理するか検討した。 

その結果、教職論と教育行財政の2科目は扱う内容が

共に広く、教育課程論よりもはるかに他の科目と重な

りやすいということが明らかになった。このため、教

職論は浅めに扱って他の科目に円滑につながるように

し、例えば、教育行財政では教職論で扱った内容をよ

り深く学ぶといったことを、教職科目全般の学修で実

践できることが望ましい。現実的には、科目担当者が

変わることもあるので、連携していくのは容易ではな

いが、少しずつでも内容について円滑な接続のできる

連携をしていくようにしていくことが今後の課題であ

る。実際、学習指導計画や学習指導案の作成について

は、本学では現在教職論が1年12月から始まることから、

1年10月に先に始まる他の科目における学習指導計画

や学習指導案の作成ペースに間に合っておらず、どう

連携していくかが課題である。 

また、テキストのキーワードは刻々と変化している

ことが明らかになった。新しいキーワードを取り扱う

のは当然であるが、テキストにあるからと言って、扱

わなければならないということもないキーワードにつ

いては、時代の流れ等から判断して扱わないことも検

討する必要があり、今後の課題である。 

中間まとめにおいては、今後の教職科目の内容の具

体までは明らかになっていない。中教審の教員養成部

会と教育課程部会は連携しながらそれぞれの答申に向

けて検討を進めているところであり、教員養成部会の

答申は、できることから授業に反映させていくことも

考えられ、また、教育課程部会の答申は、教育課程論

の指導内容にも即時反映していく必要がある。よって

今後も両部会の動向を注視していく。 

今回このように分析・整理したことで、教職3科目の

内容を俯瞰することができた。こうした成果を次年度

の教職3科目の授業などの教育実践に生かしていく所

存である。 
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9 補足 

北海道教育委員会(2026)は、2月13日、令和8年度教

育費予算案の概要を公表し、教員採用選考検査費の項

目において新たに「令和9年度実施の第1次検査の」「教

養・専門問題を他自治体と共同作成」することを明ら

かにした。以前から文部科学省は、教員採用選考に係

る第一次選考の共同実施に向けて検討を進めており、

中教審教員養成部会教職課程・免許・大学院課程ワー

キンググループ(2025)は、12月5日、令和9年度に共同

実施する場合の日程案を5月8日、6月12日、7月10日と

示していた。日本経済新聞(2025)によれば、この中か

ら都道府県教育委員会などが参加する日程を選ぶとい

う。 

令和9年度実施の第1次検査は、現1年生が3年生にな

ったときに受験できる。本学の学生が多く受験する北

海道教育委員会では、教養検査問題に全国共通問題を

用いたことがこれまでも複数回あった。本学のスポー

ツ指導学科の学生は、教職論を1年生で履修し、教育課

程論と教育行財政を2年生で履修することから、現1年

生に対しては、次年度の授業の際に、過去の共通問題

が過去の北海道独自問題と分量や構成、内容がどう違

っていたかを伝え、1年生の教職論と重なる内容を学

ぶとしても、1年生の時とは違う3年生の際に受験する

教員採用試験への出題範囲という視点を加えて指導す

ることによって、教員になるという目標の実現に資す

るようにしたいと考えている。 
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はじめに 

 現在の社会状況は、少子高齢化とそれに伴う

過疎化やグローバル社会と情報社会での価値の

多様化、地域社会の教育力の低下などに加え、

生成 AI の急激な進化が様々な課題となって教

育現場に対応を迫っている。 

 特に、インターネットから安易に情報を入手

できることと SNSによるコミュニケーションが

日常化していることにどう対応するかが学校教

育や社会全体の課題であり、1995年以降のパソ

コンの普及と情報端末の浸透に加え、2020年コ

ロナ感染対応の対面ではない生活環境が教育の

様相を変えたことは否めない。 

本論稿では、これらの社会状況や教育現場の

抱えるいじめや不登校児童生徒の増加
注 1

、通信制

学校での学び
注 2

などの現実について、教職を目指

す学生にどのように認識させるか、そもそも人

間を育てる仕事をどう考えさせるか、教職の意

義と魅力を感じさせながら教職課程での学びを

改善していくことを検討する。 

 

1. アクティブ・ラーニングと進路指導、キャリ

ア教育 

 現行「学習指導要領」（平成 29・30・31年改

訂）は、小学校で 2020年度、中学校で 2021年

度、高等学校は2022年度から学年進行で完全実

施されている。 

社会に開かれた教育課程の実現、育成を目指

す資質・能力の明確化（知識及び技能、思考力・

判断力・表現力、学びに向かう力）、カリキュラ

ム・マネジメントの確立、主体的・対話的で深

い学びの視点からの授業改善などが特徴である。

グローバル化、情報化、人工知能（AI）技術の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発展といった社会の変化を背景に、生涯にわた

る学びの基盤を築くことを目指し、「主体的・対 

話的で深い学び」による授業改善を求め、教員

の一方的な知識伝達ではなく、子どもたちの自

発的な学びを促す「アクティブ・ラーニング」

の視点を提起している。 

また、教育職員免許法は2016年改正、教育職

員免許法施行規則も2017年に改正された。この

改正では、各養成課程でそれぞれの学校現場で

必要とされる知識や技能を獲得できるよう、教

職課程の内容の充実が行われたとともに科目の

大括り化が実施された。同時に、種々の説明語

句も改められ、その一つとして、従来は法規上

「進路指導の理論と方法」と表記されてきた事

項も、「進路指導及びキャリア教育の理論及び方

法」となった。 

キャリア教育は、「一人一人の社会的・職業的

自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育

てることを通して、キャリア発達を促す教育」

と定義されている（中央教育審議会 2011）。 小

学校学習指導要領の 2017年の改訂では、総則に

「特別活動を要としつつ各教科等の特質に応じ

て、キャリア教育の充実を図ること」と、キャ

リア教育の実施が明記された（文部科学省，2017，

p.24）。総則に明記されたということは、特定の

教科・科目ではなく教育課程全体で取り組むと

いう意味である（文部科学省、2022）。  

キャリア教育が公的な文書に初めて登場した

のは、1999年の中央教育審議会による「初等中

等教育と高等教育との接続の改善について（答

申）」であるから、約 20年を経てようやく学習

指導要領に記載されたということになる。もち

ろん以前から、文部科学省は多数の手引書・パ

教育論文 

「生徒指導・進路指導論」で考え、伝え、深める 

札幌国際大学人文学部国際教養学科 教授 武井昭也 

 

キーワード：アクティブ・ラーニング 国際バカロレア 探究 図書館 
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ンフレット等を作成し、キャリア教育に積極的

に取り組んでいたが、学習指導要領への記載に

より、教育課程での位置づけや取り組み方が明

確化されたといえる。 

これに対し、進路指導は学習指導要領上、中

学校及び高等学校に限定された教育活動で、 小

学校ではこの名称を用いる正規の活動は設けら

れていない。 

進路指導の定義は、1983年の文部省（現文部

科学省）によるものが現在も引き継がれている。

具体的には、「進路指導とは、生徒の一人ひとり

が、自分の将来の生き方への関心を深め、自分

の能力・適性等の発見と開発に努め、進路の世

界への知見を広くかつ深いものとし、やがて自

分の将来への展望を持ち、進路の選択・計画を

し、卒業後の生活によりよく適応し、社会的・

職業的自己実現を達成していくことに必要な、

生徒の自己指導能力の伸長を目指す、教師の計

画的、組織的、継続的な指導・援助の過程であ

る」とされている。 

先行して取り組まれていた進路指導に追加す

るかたちで、キャリア教育が登場したわけであ

るが、文部科学省（2011）は、進路指導は中学

校および高等学校で取り組むものと明示された

のに対し、 キャリア教育は、就学前教育から高

等教育以降も含むような長期に渡る概念として

説明している。 

 

2. アクティブ・ラーニングと学校図書館 

アクティブ・ラーニングは学びの場で「聴く」

だけでなく、書く・話す・発表する等の「活動」

をおこなうことをさす。Arthur Chickering と

Zelda Gamson（1987）は、「学習とは、動的な

活動である。単に教師の話を聞き、記憶力を頼

りにテストで高得点を目指すことは、学習とは

言えない。学んだことを議論や論述を通し、自

らの体験と統合、また、日常に応用することで、

初めて学習になる。学習とは、学びを自分自身

の一部にすることである。」と述べている
注 3

。 

 このアクティブ・ラーニングに関連して授業

構造を考えてみたい。 

＜目標→達成→評価＞を重視するカリキュラ

ムを佐藤学は「階段型カリキュラム」と説明し

ている。計画された目標を一段ずつこなし、知

識を獲得する教育である。全国一律の教育を実

施することが可能であり、与えられた課題を効

率よくこなし、達成度を評価することで授業、

単元は進んでいく。 

一方、「登山型カリキュラム」は登山を想定す

ると理解しやすい。天候や体力に合わせて休憩

し、ルートを自ら開拓し、頂上からの眺望を目

的にすることもあり、写真撮影や植物観察、環

境調査、動植物の生態調査、体力測定などその

目的は様々だ。それらを整理し発信する＜主題

設定→探究→表現＞を重視するカリキュラムで

ある。インターネットの情報の真偽や不足を見

極め、教科横断的な知識と思考力・判断力から

課題を追求し、取りまとめ発信するという活動

であり、教師は事前準備と個別の支援対応する

ことになる。 

 実は学校教育の中でアクティブ・ラーニング

は新しい授業形態ではなく、個々の教師が工夫

し、これまでも行われてきた。「単元学習」「共

同学習」「プロジェクト学習」など様々に表記も

されてきた。AIの進展や社会状況の変化により

教育のあり方も変わってきているということだ

が、主体的・対話的で深い学びから子どもたち

の知識及び技能・思考力、判断力、表現力等、

そして学びに向かう力、人間性等を育み、知識

基盤社会や情報社会の進展、IT人材の需要増大

などに対応できる人間を育てることに教育を転

換する必要があるということなのである。 

加えて、学校図書館は「学校教育において欠

くことのできない基礎的な設備」として設置義

務が課せられ、敗戦後の教育に学校図書館は大

きな期待を寄せられていた。学校図書館法は

1953年制定され1954年4月施行である。 

日本の初等中等教育は系統学習―体系的な知

識注入型と問題解決型・経験主義―子どもの自

主的・体験的学習重視との間を揺れ動いてきた。

前段で述べた「階段型カリキュラム」と「登山

型カリキュラム」である。 

経験主義的な考え方は、教科横断的なカリキ

ュラムと学習者の実体験から自主性を重視する
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教育方法であり、学校図書館はその教育に欠か

せない役割を担うはずだった。 

さらに学校図書館法を改正して、免許制の司

書教諭制度を導入する法案が参議院文教委員会

に議員立法で提案予定だった。学校図書館の仕

事は一般教員の片手間ではできない。ゆえに司

書としての専門教育を受けた司書教諭と専門的

な知識・技術を持った事務職員（現在の学校司

書）で対応するというものである。同時に、一

定規模の学校には授業や担任を受け持たない専

任司書教諭を置き、それ以外でも兼任司書教諭

を置く、兼任であっても授業時間を制限する配

置基準を設定する、ということも盛り込まれて

いた。 

1953 年 3 月、この法案は時の吉田茂内閣解

散により廃案となり、半年後に成立したが当初

の内容から大幅に後退した。改正案では附則で

司書教諭は「当分の間」置かなくてもよいとさ

れ、「当分の間」はいつまでという規定がなかっ

たのでその後約 40 年間学校図書館に司書教諭

も学校司書も置かなくてもよい状態が続くこと

になった。 

画一的・効率的大量生産を支える人材を求め

る産業界からの声に応え、文部省は系統学習路

線へ方針を転換したということもある。 

 1980 年代になると教育の目標を国際的な水

準に合わせて、詰め込みではなく学習意欲や主

体的な学習を重視する「ゆとり教育」へと転換

し、教育内容が削減された一方で、児童・生徒

が自発的・横断的に調べ、課題に取り組む「総

合的な学習の時間」が導入された。 

 2002年からの学習指導要領では「ゆとり」の

中で「特色ある教育」を展開し、自ら学び自ら

考えるなどの「生きる力」を育むとなった。 

 この改革で、体験的な学習や問題解決的な学

習を行う場として学校図書館は重要な役割を与

えられ、2000年のPISA（OECD Program for 

International Student Assessment国際的な学

習到達度に関する調査）以前、司書教諭設置を

促進した 1997 年の学校図書館法改正では、12

学級以上の学校に司書教諭を配置する義務が定

められた。これにより「当分の間」配置を猶予

されていた条文が削除され、全国の多くの学校

で司書教諭が配置されるようになったのである。  

学校図書館は「読書センター」「学習情報センタ

ー」としての役割が与えられ、各教科で資料を

活用したりして調べることが求められている。 

 この学校図書館法は2014年に再び改正され、

「学校司書」配置に法的根拠が与えられた。そ

れまでは学校司書は司書教諭とは異なり、学校

図書館担当職員などと呼ばれていたが、学校図

書館の仕事をする専任職員と明記され、配置す

ることが国や地方自治体の努力義務となったの

である。 

 しかし、配置によってその機能が十全に発揮

される環境にあるとは言い難い。
注 4

 

学校司書として専門職員が配置されても予算

の条件もあり、当人の職能としての専門知識の

程度差もあるだろう。自治体によっては図書館

予算や図書館司書、学校司書の経費よりも緊急

度の高い経費が優先されることが多い現状を打

開する方策が必要だと痛感する。 

2025年現在の学校司書の配置状況は、緩やか

な増加傾向にあるものの、雇用形態や地域によ

る格差が課題である。文部科学省の調査（2023

年時点の数値を反映した最新報告）によると、

公立学校における配置率は小学校約 68.3%、中

学校約 67.9%、高等学校約71.6%（2025年12月

報道の数値）、特別支援学校約69.8% である。 

常勤職員としての配置は依然として少なく、

多くが会計年度任用職員（非常勤）だ。日本図

書館協会の 2025 年の提言注 5では、常勤職員の

割合は約 13.3%にとどまると指摘されている。

小中学校では、1 人の司書が複数校を巡回する

「複数校兼務」の形態が多い一方、高等学校は

「1校専任」の割合が 95.4%と高くなっている。  

  この状況は自治体によっても大きな差があり、

大阪府の公立高校における学校司書の配置がゼ

ロであるなど、特定の地域で配置が進んでいな

い現状が 2025年末に報じられている。北海道の

配置率は約 25%にとどまっており、全国平均を

大きく下回っている。  

この状況に対して日本図書館協会は2025年9

月「いつでも開いている学校図書館」を目指し、
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専門・専任・正規の職員配置を求める提言を公

表したが、学校図書館法では学校司書を置くよ

う「努める」ものとされており、義務化されて

いないことが配置率の頭打ちや処遇改善の遅れ

の一因となっている。  

 

3.＜考え－伝え－深める＞ 

 オランダアメリカンスクール図書館長アン

ソニー・ティルク（2021）は、国際バカロレア

の核心は「探究」にあるという。注５その「探究」

をテーマに開催されたシンポジウムで国際バカ

ロレア教育は「探究心、知識、思いやりにとん

だ若者」を育てることにあると述べている。注6 

人への教育的評価が情報や知識の習得とその

活用ばかりに偏り、思いやりを重視する視点を

失うとき、社会はとても危うくなる。思いやり

は公共心と共感や公正さの素地であり、この社

会の持続可能性の基盤である。現代社会は「情

報爆発」の渦中にあるが、価値があるのは習得

とその直接的な活用だけではない。技術や知識

が短時間で進化する社会では必要な知識は自分

で身につけ、自分で自分を進化させるしかない。 

 これまで有用な情報や知識の基礎的なものは

教科書に掲載されているとされ、その活用が成

績として評価された。しかし、探究を重視する

学びは評価システムも変化することを求めてい

る。BUCA（Volatility変動性、Uncertainty不

確実性、Complexity複雑性、Ambiguity曖昧性）

と形容される不確実性の社会で求められるのは

想像力であり、図書館の役割もそのように探究

に寄与する環境が求められている。 

 今日の予測不可能で不確実性の高い知識社会

では言語活動を基盤とする想像力と創造性が求

められており、国際バカロレア・ディプロマプ

ログラム（IBDP）が探究を焦点にカリキュラム

を進める所以である。 

 教育課程に引きつけて考えると、教科単元ご

とに習得に力点を置く分野と時期も必要である。

また、探求を中心にする場面を計画することも

必要である。学校によって環境や事情が異なる

ので、教育課程の計画改善に向けて P 計画-D実

施-C 評価-A 改善のサイクルを繰り返すカリキ

ュラム・マネジメントが必要である。授業改善

の指針として提示されている「主体的・対話的

で深い学び」を実現するためには、組織的に適

切な経営資源の配分と方略を選択して目標を設

定しなければならない。これは国際バカロレア

の「自分の世界について広く批判的に考えさせ、

知識の仮定やこれまで常識と考えてきたことに

挑ませる」ことにもつながるのである。 

 ここでいう学校図書館の利活用は必ずしも学

校図書館で授業をするということではない。学

校司書や公共図書館司書が教室で担当教員と協

働してサポートすることもできる。 

 

4.「生徒指導・進路指導論」展開例 

 科目「生徒指導・進路指導論」の目的は、生

徒の人格尊重と個性伸長を基本に、社会的な資

質・能力を育成する「生徒指導」と、生徒が自

らの意志で将来の進路を主体的に選択・決定で

きるよう支援する「進路指導」の理論と実践方

法を理解することである。将来、教育現場で今

日的な教育課題に対応しながら、生徒一人ひと

りを適切に支援できる実践的な指導力を身につ

けることを目指す科目である。 

 伊藤 (2012) は教職志望学生の生徒指導に関

する意識調査から、教職志望学生の生徒指導に

関する意識について、以下の特徴を指摘してい

る。注7 

 

①学生たちの生徒指導に対する意識の偏り−小

学校から高等学校までの 12 年間の学校教育経

験により、生徒指導に対する固定的なイメージ・

印象を持っている。生徒指導とは校則、社会的

マナー、時間の厳守といった何らかの決まりを

守ることに対する全体指導、あるいは問題行動

に対応する個別指導と捉えている。 

②「将来の自己実現を図るための自己指導能力」

とその基礎にあるとされる学校生活場面におけ

る様々な「自己選択や自己決定」とが結びつい

ていない。「自己選択や自己決定の場や機会があ

った」と答えている学生でも、「将来の自己実現

を図るための自己指導能力を育成するような指

導」は「受けていない」「覚えていない」と回答
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している。 

③「自己選択や自己決定」の場や機会となりう

る全児童生徒対象の活動であっても、その活動

における「自己選択や自己決定」の場や機会は

僅かの学生にしか認識されていない。 

 

大学の教職課程においては、教職志望学生の

こうした生徒指導に対する意識について、生徒

指導に関する授業科目担当者及び特別活動の指

導法の授業科目担当者が共通理解を持つことが

必要である。授業を通して教職を目指す学生た

ちが体験してきた生徒指導の枠を超えることが

できるような指導、すなわち、生徒指導に対す

る固定的なイメージ・印象を変革できるよう指

導していくこと及び自らが学校教育を通して獲

得した諸経験を生徒指導の観点から捉えなおす

ための指導も求められている。さらに、生徒指

導は学校の教育課程全体を通して行わなければ

ならないことを念頭に置いたうえで、教職に関

する授業科目担当者及び教科に関する授業科目

担当者が大学の教職課程全体を通して指導する

意識を持って日々の指導を行っていくことも求

められていることを指摘したい。 

大学の教職課程における生徒指導に関する指

導を拡充することにより、既に持っている生徒

指導に関する意識を変革することを通して、教

職志望学生たちが共通の生徒指導観を持つこと

ができれば、彼らが教師として学校教育現場に

着任した際の生徒指導観の共通理解の基盤とな

りうると考える。 

 このような観点から科目「生徒指導・進路指

導」の展開では以下の点に留意し構想したい。 

①「生徒指導」は問題行動だけを想定した内容

にとどまらず、児童生徒の生活を支援するもの

であることを認識させること 

②「生徒指導提要」のポイントを確認すること 

③喫緊の課題である「いじめ」の定義や事例と

対応について、地域との連携や協働の意義、寄

り添うことの理解を深めること 

④新聞記事やYouTube関連映像などを提供し、

学生自身の考えを発表させること 

⑤進路指導、キャリア教育の意義と学生が知り

たい内容を分担発表させること 

⑥働くことの意義を考えさせること 

⑦「東証一部上場」「会社四季報」から、株価変

動と社会状況の関係などを意識させること 

⑧提出レポートや発表レジュメ、資料を学期末

にまとめさせ最終レポートとすること 

 

まとめに 

授業で心がけたいことは教える側と教わる側

にはギャップが存在するという意識である。 

 林竹二（1981）は、全国の小学校などで対話

型の授業を行ない、授業を通じて子どもたちの

中で何かが変わる事実をもって、教育の意味を

考え、追求し続けた。 

 「学ぶということは、覚えこむこととは全く

ちがうことだ。学ぶとは、いつでも、何かがは

じまることで、終ることのない過程に一歩ふみ

こむことである。何かがかわることである。」と

記している。 

学校での学びにおいて、知識の獲得は重要な

要素だが、その知識は、私たち一人ひとりが、

物事や自分自身について、より深く思索してい

くためのものである。林は、そうした深い思索

こそ、そして、その思索を通じて、自分自身の

固い殻が破られ、それまでとは違う何かが自分

の中に生まれたという実感こそ、「学ぶというこ

と」の本質だと指摘している。 

 

学長先生のじゅぎょうを受けて（4 年生 T・

Y）「大きくわけてよく考える時間をくれるし

こまかくきりきざむ所まで心をいれ、よくわ

かりやすくせつ明もしよけいな所のはぶき方

もうまいからです。このさがプロフェッショ

ナルとふつうの先生かたのちがいです。」注8 

 

 これだけインターネットが日常生活に浸透し

ている社会でそれを使わずに学び生活するので

はなく、バランスをとりながら、なおかつなぜ

書くのか、なぜ紙が必要なのかを納得させなが

ら学びを深めることが大切である。なぜなら、

人間は言葉によって他者と繋がり、共感と対話

によってつながっているからである。 
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図書館の存在も同様に重要だ。タブレットや

パソコンは確かに便利だが、なぜだろうと自分

に問いかけ他者の存在を意識したりすることは

しない。人間関係を重視し、対話の中で他者の

意見を理解する努力と思いやりが大切である。

自身で情報を吟味し、人間の歴史と向き合い、

考えて視野を広げるために図書館は欠くことの

出来ない機能である。 

 人間には想像力と共感性が必要であり、他者

の痛みがわかる人間に育ってほしいと願ってい

る。デジタルに置き換えられない価値を意識し

ていけるかが大切であり、「教職入門」「生徒指

導・進路指導」では、試行錯誤して資料を準備

し、お互いの感想を共有することが学びのスタ

ートである。 

社会の課題は、少子化、経済格差、地域格差、

自殺、不登校、温暖化、水不足、食糧不足、紛

争戦争と地球が悲鳴をあげている状況にあって、

読書しない、新聞を目にしない生徒学生が増え

ている。携帯とどう付き合うか、関連してAIと

人間の共存、考え方や受け止め方、コミュニケ

ーションの変化を教師自身がどう感じるか、生

徒にどう伝えるか、「社会力」が問われ、大人や

教師の姿勢が問われている。 

子どもが憧れる仕事を見せてあげられるか、

私たち大人が自分の人生を大切にすることでそ

れを見せることができるのではないか、自分自

身が教育環境であり、一日一日を大切に、生徒

に学生に語りかけたい。 

  

【補注】 

(1) 不登校は、学校に登校していない状態を指す。 

日本における「不登校」の語については、研究者、 

専門家、教育関係者らの間に全国的に統一した定

義がなく多義的である。文部科学省は、児童生徒

の問題行動や不登校などの実態を調査した「令和

5 年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上

の諸課題に関する調査結果の概要」を 2024 年 10

月31日に公開した。同調査によると、病気や経済

的理由を除き、心理・社会的な要因などで小中学

校に年 30 日以上登校しない不登校児童生徒数は、

過去最多の34万6482人となり、前年度から47,434

人（15.9％）増加。増加は11年連続となっており、

初めて30万人を超えた（前年度は29万9048人）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 学校基本調査 2024 年度の通信制高校在籍生

徒数は、29 万 87 人。前年度に続き過去最高生徒

数更新。公立校は3年連続、私立校は28年連続の

生徒増。（2024年度学校基本調査） 

(3) Chickering, Arthur W. and Gamson, Zelda F.

（1987）：”Seven principles for good practice in 

undergraduate education,” AAHE Bulletin, 39  

(4) 道通ネット 

https://education.dotsu.co.jp/articles/detail/1028

15【解説】学校司書配置率 道内25％（解説 2024-

06-24付） 

 文部科学省は20日、５年度公立学校における学

校司書の配置状況に関する調査結果を公表した。

札幌市を除く道内における学校司書の配置率は

25.3％と全国平均の 67.3％を大きく下回り、愛媛

県、青森県に次いで低い数値となった。 

 学校司書は学校図書館の日常の運営・管理や教

育活動の支援などを担い、平成 26 年 6 月の学校

図書館法改正で配置が努力義務化された。文科省

は小・中学校等の 1.3 校に１人の配置を目指し、

単年度に243億円の地方財政措置を講じているが、

使途を特定しない一般財源であるため、厳しい財

政状況から配置が進まない自治体も多い。 

 調査は全国の学校司書の配置・任用状況を調べ

るため初めて実施。調査は５月１日時点。 

 札幌市を除く道内公立学校の配置率を校種別に

みると、小学校が 34.4％（全国平均 72.0％）、中

学校が 26.2％（同 71.4％）、高校が 11.4％（同

71.3％）となり、全国との差が大きく見られた。 

 実人数は226人で複数校勤務が半数近くを占め

る。任用形態は常勤職員が２割、会計年度任用職
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員が８割。 

 札幌市における学校司書の配置率は 34.3％で、

小学校が０％、中学校が99.0％だった。小学校で

は保護者・地域住民が学校図書館ボランティアと

なり、効果的な読書活動を進めていることが背景

にあるが、市は学校司書の配置率向上を課題と捉

え、引き続き対策を検討するとしている。 

 道教委の関係者は、学校司書の配置が進まない

要因として、各自治体に配置の必要性が十分に広

まっていないこと、専門的知識のある人材が不足

していることも背景にあるとし、担当職員を対象

とする講習会を開催するほか、学校司書の重要性

を引き続き普及・啓発していくとしている。 

(5) アンソニー・ティクル（2021）：国際バカロ

レア教育と学校図書館―探究学習を支援する 

根本彰監訳 中田彩／松田ユリ子訳 学文社 

p15 

(6) シンポジウム「国際バカロレアと学校図書

館―探究学習を支援する」2021 年11 月23日 

Current Awareness Portal図書館に関する情報

ポータル 

https://current.ndl.go.jp/car/44882 

（2025年12月10日取得） 

(5) 公益財団法人日本図書館協会（2025）：「いつ

でも開いている学校図書館へ ―学校司書の配置

等に関する提言―」 

https://www.jla.or.jp/opinion/2025-09-18/

（2025年12月10日取得） 

(7) 伊藤敦美（2012）：教職志望学生の生徒指導に

関する意識 敬和学園大学人文社会科学研究所年

報  10 93-102 https://www.keiwa-c.ac.jp/wp-

content/uploads/2012/12/nenpo10-8.pdf 

（2025年12月10日取得） 

(8) 林竹二（1981）：問いつづけて p120 
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特別支援学級におけるインクルーシブ教育の実際 

―中休み時間の過ごし方に着目して― 

 

札幌国際大学短期大学部幼児教育保育学科 助教 小岩季之 

キーワード：特別支援学級,インクルーシブ教育,主体的な児童間交流 

 

1.本研究の意義と目的 

 近年,特別な教育的支援を必要とする児童生徒の数

は増加傾向にあり,特別支援教育における教育実践の

質が改めて問われている。文部科学省(2025)によれば,

義務教育段階において特別支援教育を受ける児童生徒

はこの 20年間で約 3.8倍に増加し,全児童生徒に占め

る割合は 7.3%に達している。また,特別支援学校およ

び特別支援学級の在籍者数,通級による指導を受ける

児童生徒数のいずれも増加しており,特別支援教育が

学校教育全体において重要な位置を占めるようにあっ

ていることが示されている。このような動向は,保護者

や社会における特別支援教育への理解と要請の高まり

を反映している一方で,教育制度および支援体制の質

的充実が強く問われている状況を示唆している。特別

な教育的支援を必要とする児童生徒を受け入れる際,

学校現場では,保護者からの聞き取りを通じて実態把

握や合理的配慮事項の確認,個別の教育支援計画の活

用による情報の継承が行われている。教師は,これらの

情報を基に児童生徒の背景や教育的ニーズを理解し,

児童生徒一人ひとりが学校生活において充実した時間

を過ごせるよう,個別最適な関わりを選択しながら教

育実践を行っている。さらに,教師と児童生徒の日常的

な関わり通した個別最適な関わりの実践は,質の高い

インクルーシブ教育を実現する上で不可欠であり,教

師の専門性を構成する重要な要素であると考えられる。

国立特別支援教育総合研究所が運営するインクルーシ

ブ教育システム構築支援データベースを参照すると,

児童生徒の実態に応じた交流および共同学習を通じた

教育が各地で展開されており,インクルーシブ教育に

関する実践事例は一定程度蓄積されていることが確認

できる。一方で,これらの実践の多くは教科の授業時間

内における交流および共同学習を中心としており,授

業以外の時間,すなわち中休み等の自由度の高い時間

帯における児童の交流や主体的な行動の実態に焦点を

当てた研究は十分に蓄積されていない。授業時間にお

ける交流が重要な教育的経験であることは言うまでも

ないが,教師による構造化が相対的に少ない授業外時

間は,児童自身の選択や意思決定に基づく行動がより

顕在化する場面であり,インクルーシブ教育の質を検

討する上で重要な視点を提供する可能性を有している。

特別支援教育の政策的理念として,文部科学省(2022)

は「インクルーシブ教育システムの構築のためには,障

害のある子供と障害のない子供が,可能な限り同じ場

で共に学ぶことを目指すべきである」と示している。

この理念を実質的なものとするためには,同じ場で学

ぶこと自体を目的化するのではなく,障害の有無にか

かわらず児童が主体的に関わり合い,相互に関係性を

形成していく学校文化を醸成していくことが不可欠で

あると考えられる。 

以上の背景を踏まえ,本研究は,特別支援学級に在籍

する児童の中休み時間における主体的な行動および交

流の実態を明らかにすることを目的とする。これによ

り,授業外時間における児童の生活参加の在り方に関

する実証的知見を提供し,今後のインクルーシブ教育

の質的向上に資する視座を得ることを目指す。 

 

2.調査の概要 

第 1節 研究の概要  

第 1項 調査の目的  

 本研究の目的は,小学校における特別支援学級に在

籍する児童の中休み時間の過ごし方に着目し,その主

体的な行動および児童間の関わりの実態を明らかにす

ることである。授業時間とは異なり,教師による指示や

構造化が相対的に少ない中休み時間における行動を捉

えることで,児童の内発的な選択や対人関係の形成過

程を把握し,インクルーシブ教育の質的向上に資する

基礎的知見を得ることを目的とした。 

 

第 2節 調査対象  

 調査対象は,北海道内 S 市内の公立小学校 1 校の特
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別支援学級に在籍する児童および当該学級を担当する

教師とした。当該校の特別支援学級には,児童の学習内

容や実態に応じて通常学級との交流および共同学習を

行う体制が整えられており,学習場面によっては複数

担任制を採用し,活動場所を柔軟に調整しながら教育

活動が展開されている。 

 中休み時間は,授業時間と比較して教師からの直接

的な指示が最小限に抑えられる時間帯であり,児童が

自らの意思に基づいて活動内容や関わる相手を選択す

る場面である。このような特性から,児童の主体的な行

動実態を把握する上で最適な観察場面であると判断し,

中休み時間を本研究の調査対象とした。 

 

第 3節 調査期間 

 参与観察は 2025年 10月 9日,11月 18日,11 月 25

日,12月 2日,12月 3日,12月 5日,12月9日,12月 11

日の計 8 日間にわたり,いずれも中休み時間に実施し

た。 

また,教員との打ち合わせ及び情報収集を目的とし

た協議は,2025年 10月 9日,10月 16日,11月 6日,11

月 27日の 4回実施した。 

 

第 4節 調査方法  

 本研究では,学校生活の中で実際に展開されている

中休み時間の様子を多面的に把握し,その意味を文脈

的に理解するため,参与観察法を採用した。調査にあた

っては,児童および教師に過度な緊張感や負担を与え

ないよう配慮し,撮影機器や録音機器の使用は行わな

かった。調査者は,事前に特別支援学級担任教師と十分

な打ち合わせを行い,学校生活や教育活動の妨げとな

らないよう留意した。観察時には,調査者が指導的立場

として関与することを極力避け,児童の主体的な行動

を自然な形で把握することを重視した。なお,児童から

自発的にコミュニケーションが図られた場合には,傾

聴を基本姿勢とし,状況に応じて対話や交流を行い対

応した。 

中休み時間中の観察内容は,観察終了後に場所を改

めて記録し,児童の前での記録作業は行わなかった。ま

た,教師に対しては,これまでの中休み時間の様子や児

童の背景に関する補足的情報を得ることを目的として

インタビュー調査を実施し,その内容については観察

記録と併せて整理・記録した。 

 

第 5節 調査内容  

調査対象となった特別支援学級は 1 学級であり,中

休み時間に主として使用されていた場所はA教室,B教

室,C 教室の 3 箇所であった。加えて,児童の活動内容

や希望に応じて体育館を活用する場合も確認された。 

 在籍する児童は小学 1年生から 6年生と幅広い学年

構成であった。児童の実態については,担任教師への事

前確認を通じて把握し,知的な遅れがある児童,学習面

での遅れがある児童,通常学級の児童との人間関係形

成に心理的な困難を抱える児童など,特別な配慮を必

要とする児童が在籍していることを確認した。 

教師については 5 名が配置されており,児童一人ひ

とりの学習内容や個別対応の状況に応じて,教師間で

役割分担を調整しながら学級運営が行われていた。 

分析にあたっては,参与観察記録および教師へのイ

ンタビュー記録を統合的に整理し,特別支援学級に在

籍する児童の中休み時間の過ごし方ついて検討した。 

 

第 6節 分析方法   

 本研究では,特別支援学級に在籍する児童の中休み

における行動の実態を多面的に把握するため,参与観

察記録および教師へのインタビュー記録を分析対象と

した。分析にあたっては,質的データの意味内容を構造

的に整理することを目的として,KJ法（川喜田，1967・

1970/田中,2010）を援用した。まず,参与観察およびイ

ンタビューから得られた記録を逐語的に整理し,児童

の行動,対人関係,活動場所,教師との関わりに関する

記述を最小意味単位に分割した。次に,それぞれの記述

について意味内容を損なわないよう配慮しながらラベ

ル化を行い,意味的類似性に基づいてラベルを統合し,

グループ化を進めた。これらのグループを相互に比較・

検討することで,上位概念としてのカテゴリーを生成

した。 

また,生成されたカテゴリーについては,各カテゴリ

ーに該当する記述の出現頻度を単純集計し,行動の傾

向を把握するための補助的資料として用いた。ただし,

本研究における単純集計は統計的検定や一般化を目的

としたものではなく,あくまで質的分析によって得ら

れた結果の整理および可視化を目的としたものである。 

 

第７節 倫理的配慮  

 本調査実施にあたり,札幌国際大学研究倫理審査委

員会の審査を受け,承諾を得た上で実施した。研究の実
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施にあたっては,研究対象の人権および利益の保護を

最優先とし,研究の目的,方法,個人情報の取扱い等に

ついて十分な配慮を行った。本調査の実施時には,事前

に小学校校長の許可を得た上で参与観察を行った。ま

た,調査開始前には特別支援学級担任教師と十分な打

ち合わせを行い,児童への配慮事項および調査時の対

応方針について確認した。調査中に教師からの指示が

あった場合には,調査者が速やかに従うことを事前に

取り決めた。 

 観察記録およびインタビュー記録の作成・整理に際

しては,個人が特定されないよう匿名化を行い,研究目

的以外には使用しないことを徹底した。 

 

3.特別支援学級における中休みの実態 

第 1項 特別支援学級における中休み時間の全体像  

 中休み時間における児童の活動場面の全体像を明

らかにするため,参与観察によって得られた記録を KJ

法に基づいて分析・分類した。分析の結果得られた結

果として抽出されたカテゴリーを表-1に示す。 

 

KJ法に基づいた分析・分類の結果, 「構成遊び」,

「工作」,「音楽」,「風船遊び」,「ダンス」,「器械

運動」,「会話」,「既製玩具遊び」,「課題学習」,「実

験」,「ごっこあそび」,「本」,「景色」,「動画」,「絵」,

「自席休憩」の 16項目のグループが生成された。 

グループ名を定めた後,各グループのまとまりに着

目して上位カテゴリー生成を行った。その結果, 「創

作・表現活動」,「運動」,「コミュニケーション」,「玩

具遊び」,「児童の主体的学習」,「協同遊び」,「鑑賞」,

「休息」の 8つの上位カテゴリーが生成された。 

ただし,跳び箱は小学 1 年生から 3 年生を対象とし

た学校全体の取り組みとして位置づけられており,児

童の自発的選択のみに基づく活動とは区別して捉える

必要がある。 

 

第 2項 児童の主体的行動の様子 

 児童の主体的行動に着目すると,中休み時間の開始

後,教師からの一斉指示がない状況において,各児童が

活動場所および活動内容を自ら選択し,自発的に行動

を開始している様子が観察された。また,中休み終了を

知らせるチャイムが鳴ると,児童は自発的に活動を中

断し,次の授業に向けた準備に取り掛かる様子が確認

された。これらの行動は,観察を行った全ての日に共通

して認められた。 

 

第 3項 児童間の交流の様相 

児童間の交流の様相については,観察場所および交

流の相手に着目し,①特別支援学級に在籍する児童同

士の交流,②特別支援学級に在籍する児童と通常学級

に在籍する児童との交流の２つの観点から,参与観察

記録を分析した。 

その結果,特別支援学級に在籍する児童同士の交流

は各回の参与観察において確認された。一方,特別支援

学級に在籍する児童と通常学級に在籍する児童との交

流は,参与観察期間中において１場面のみ確認された。 

ただし,特別支援学級に在籍する児童同士の交流に

ついても,全ての児童が常に他児童と交流しているわ

けではなく,他児童と交流する児童,個別に過ごす時間

を選択する児童,状況に応じて交流と個別活動を使い

分ける児童がいることが確認された。その結果を表-２

に示す。 
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特別支援学級に在籍する児童同士の交流に関する代

表的な事例については,表-3に示す。 

 
特別支援学級に在籍する児童と通常学級に在籍する

児童との交流の事例については,表-4に示す。 

 

特別支援学級に在籍する児童と通常学級に在籍する

児童との交流については,直接的な相互作用に限らず,

間接的な交流機会が形成されている様相も確認された。

参与観察期間中,学校行事である発表会後の取り組み

として,特別支援学級に在籍する児童が通常学級に在

籍する児童に向けて記した感想文が,通常学級教室付

近の壁面に掲示されている環境が確認された。また,通

常学級に在籍する児童から特別支援学級に在籍する児

童に向けて記された感想文が,特別支援学級教室付近

の壁面に掲示されている環境も確認された。さらに,図

画工作において制作された作品の展示や冬休みの絵日

記の掲示など,学習内容を相互に共有する掲示が継続

的に行われている環境も確認された。 

これらの実践から,日常的な学習活動の延長線上に

おいて,特別支援学級に在籍する児童と通常学級に在

籍する児童が,互いの存在や活動を意識し合うことを

可能とする間接的な交流の機会が,学校環境の中に構

成されている実態がうかがえた。 

 

第 4項 教師の関与と環境調整の在り方  

参与観察の結果,中休み時間において,教師は児童へ

の直接的な介入を最小限に留め,児童の自発的行動を

尊重する関わりを行っている様相が観察された。また,

ルールを伴う遊びの場面においては,状況に応じて教

師が仲介的に関与し,児童間の問題解決を支援する場

面も観察された。また,教科的要素との関連が強いに活

動場面では,教師が意図的に活動の環境構成を行う様

子も観察された。さらに,教師が児童と共に活動する場

面や,談笑を通して児童との関係性を構築している様

子も観察された。表-5 には,これらの教師の関与の特

徴が顕著に表れた事例を整理して示す。 

 
 これらの結果から,中休み時間における特別支援学

級を担当する教師の関与は「見守りを中心とした間接

的関与」,「問題解決を目的とした仲介的関与」,「情

緒的・関係的支援を基盤とした関係形成的関与」,「環

境構成を通した関与」の4つの観点に整理された。 

 

第６項 教師へのインタビュー調査の結果  

 特別支援学級の担当教員に授業時間を除いた特別

支援学級に在籍する児童と通常学級に在籍する児童の

交流機会についてインタビュー調査を実施した。イン

タビュー調査の結果については,表-6に示す。 
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 表-6 から,教師へのインタビューの結果,特別支援

学級に在籍する児童同士の交流は日常的に多いことが

確認された一方で,特別支援学級に在籍する児童が自

発的に通常学級の児童と交流する機会は限定的である

との認識が示された。しかしながら,通常学級に在籍す

る児童からの誘いを受けた場合には,共に遊ぶ場合が

生じることもあると語られた。また,特別支援学級に在

籍する児童は異学年の児童同士で安定した関係性のも

と活動しており,教師からは特別支援学級内において

児童が心理的に安心できる居場所が形成されているこ

との見解が示された。これらの教師の語りから,特別支

援学級内での交流が児童にとって一定程度充実してい

ることが,結果として通常学級に在籍する児童との交

流を積極的に求める必要性が相対的に低くなっている

可能性が示唆された。 

 

4.インクルーシブ教育実践に関する考察  

第 1項 特別支援学級に在籍する児童の中休みの過

ごし方 

参与観察の結果,特別支援学級に在籍する児童は,中

休み時間の開始とともに,教師からの一斉指示がない

状況において,自発的に行動を開始し,活動場所および

活動内容を自己選択している様相が一貫して確認され

た。すなわち,中休み時間は,児童が自身の興味・関心

やその時々の心身の状態に応じて行動を選択する主体

的行動が顕在化する時間帯であることが示された。 

具体的な活動内容に着目すると,児童の実態は多様

であるものの,参与観察記録を整理した結果,「創作・

表現活動」,「運動」,「コミュニケーション」,「玩具

遊び」,「児童の主体的学習」,「協同遊び」,「鑑賞」,

「休息」の8つのカテゴリーに分類された。これらの

活動はいずれも児童自身の自己選択に基づいて開始さ

れており,特別支援学級に在籍する児童が中休み時間

を受動的に過ごしているのではなく,自らの意思に基

づいて能動的に構成している実態が明らかとなった。 

一方,表-2に示した参与観察の結果および表-6に示

した教師へのインタビューの結果を総合的に見ると,

特別支援学級に在籍する児童同士の交流は日常的かつ

安定的に多く確認されたのに対し,特別支援学級に在

籍する児童が自発的に通常学級に在籍する児童同士の

交流を求める場面は限定的であった。ただし,通常学級

に在籍する児童からの誘いを受けた場合には,共に遊

ぶ場合も確認されており,交流の可能性自体が閉ざさ

れているわけではないことが示唆された。 

 これらの結果から,特別支援学級に在籍する児童と

通常学級に在籍する児童との交流の「量」を単純に増

加させることが,直ちに質の高いインクルーシブ教育

の実現につながるとは言い切れないことが示された。

表-6 に示した教師へのインタビュー結果からは,特別

支援学級内における児童同士の交流が心理的に安定し

た関係性のもとで成立していることが読み取れ,特別

支援学級という空間が児童の心身の安定や安心感の形

成に寄与している可能性が示唆された。 

他方で,特別支援学級内での活動や人間関係が充実

することにより,結果として通常学級に在籍する児童

との交流を積極的に求める必要性が相対的に低下して

いる可能性も考えられる。このことから,中休み時間に

おいて,特別支援学級に在籍する児童と通常学級に在

籍する児童が,心理的負担を伴わず,自然な形で関わる

ことができる場や活動機会を意図的に構成することが,

質の高いインクルーシブ教育の基盤となり得ると考え

られる。 

そのため,特別支援学級という安心できる拠点を維

持した上で,学校全体として,交流イベントの企画・運

営や,児童自身が活動場所や活動内容を主体的に選択・

調整・構成できるような学校内環境・制度の再構築が

重要な契機となるのではないだろうか。今回の調査対

象となった特別支援学級は 1 学級であるものの,中休

み時間に主として使用されていた場所は A 教室,B 教

室,C 教室の 3 箇所であった。このことから,例えば特

別支援学級に在籍する児童にとって安心できる拠点と

しての空間と,通常学級に在籍する児童も利用可能な

共有的空間とを意図的に位置付けた環境構成を行うこ

とが考えられる。場所作りを行う際には,児童の障害特

性や発達段階,興味・関心を踏まえた環境構成が重要で

ある。学習内容と関連つけた活用や,児童が日常的に選

択している遊びを抽出し,それらを環境要素として配

置することで,特別支援学級という空間が,通常学級に

在籍する児童にとっても心理的な敷居の低い,なじみ

のある場所となり,結果として児童同士の主体的かつ

相互的な交流につながる可能性があると考えられる。 
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第2項 中休み時間における特別支援学級に在籍する

児童に対する教師の関わり 

参与観察の結果,中休み時間における特別支援学級

に在籍する児童に対する教師の関わりについては,「見

守りを中心とした間接的関与」,「問題解決を目的とし

た仲介的関与」,「情緒的・関係的支援を基盤とした関

係形成的関与」,「環境構成を通した関与」の4つの観

点から整理された。教師は,児童の主体的な行動を尊重

する見守りを基本としつつ,安全確保や活動の円滑化

を目的とした環境構成を行っている様子が観察された。 

また,児童間のみでは解決が困難であると教師が判

断した場合においては,遊びのルールを明確化したり,

児童間の意思疎通を仲介したりするなど,状況に応じ

た支援が行われていた。これらの関与は,教師が主導的

に活動を統制するものではなく,児童の主体的行動を

維持・回復することを意図した関与として位置づけら

れる。 

このような教師の関わりは,教育的支援を前面に押

し出すのではなく,児童の自発的な行動を尊重しなが

ら,心理的安全性を確保する点において重要な役割を

果たしていると考えられる。特別支援学級に在籍する

児童にとって,中休み時間は心身の安定を図るための

重要な時間であり,教師が過度に介入しない関わり方

は,児童が自身のペースで活動を選択・調整する機会を

保障していると解釈できる。一方で,こうした関わりは,

児童が新たな対人関係や活動領域に踏み出す契機を必

ずしも自動的に生み出すものではないことも,本調査

結果から示唆された。 

以上のことから,中休み時間における特別支援学級

に在籍する児童に対する教師の関わりは,「児童の主体

的行動が生起する環境を支える関わり」として整理で

きる。その上で,児童の安心感を損なわない範囲で,活

動や空間の選択肢を拡張することにつながる環境調整

を行うことが,今後の実践的課題として位置づけられ

る。 

 

第3項 特別支援学級に在籍する児童と通常学級の児

童における学習を通じた交流 

参与観察の結果,特別支援学級に在籍する児童と通

常学級に在籍する児童との間接的な交流として,発表

会後の感想文,図画工作における作品、冬休みの絵日記

など学習成果を相互に共有する掲示が継続的に行われ

ていることが確認された。これらの掲示は,日常的な学

習活動の延長線上に位置づけられており,特別支援学

級に在籍する児童と通常学級に在籍する児童が,互い

の存在や活動に気づき,意識し合う契機となる環境と

して機能していると解釈できる。このことから,教師は,

直接的な交流を一律に促すのではなく,学習活動を媒

介とした間接的な交流の機会を学校環境の中に構成し

ている可能性が示唆された。 

教師へのインタビューの結果からは,中休み時間に

おいて,特別支援学級に在籍する児童同士の交流は日

常的に多く見られる一方で,特別支援学級に在籍する

児童と通常学級に在籍する児童との直接的な交流は限

定的であることが明らかとなった。他方,教科学習の時

間においては,児童の実態に応じた学習形態が採用さ

れており,特別支援学級に在籍する児童が教科学習の

内容に応じて通常学級へ移動し,通常学級に在籍する

児童が多数を占める空間に参加する実践が行われてい

ることが確認された。このような学習場面は,学習を通

じたインクルーシブ教育の一形態として位置づけられ

る。 

しかしながら,特別支援学級に在籍する児童にとっ

て,通常学級という多数派の空間で教科学習に参加す

ることは,児童によっては自己表現を控えたり,本来の

行動特性を調整したりする必要を感じるなど,一定の

心理的負担を伴う可能性が考えられる。これらを踏ま

えると,中休み時間において,特別支援学級に在籍する

児童と通常学級に在籍する児童が,評価や成果を求め

られない非評価的な文脈のもとで関わることのできる

場や環境が学校内に存在することは,通常学級での教

科学習時においても,双方の児童が心理的に安定した

状態で学習に参加し,各児童の持ち味を発揮するため

の基盤的条件の一つとなる可能性が示唆される。 

 

5.本研究の限界と今後の課題 

 本研究は小学校の特別支援学級に在籍する児童の中

休み時間における主体的行動および交流の実態を,参

与観察を通して質的に明らかにすることを目的として

実施したものである。しかしながら,本研究にはいくつ

かの限界が存在し,それらを踏まえた上で今後の課題

を整理する必要がある。 

 本研究で得られた結果は,特定の公立小学校に設置

された特別支援学級を対象とした参与観察および教員

へのインタビューに基づく事例的知見であり,すべて

の特別支援学級や学校現場に一般化できるものではな
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い。調査対象が一校に限定されていることから,学校固

有の文化,学級編成,人的配置,さらには調査者個人の

視点や解釈が結果に反映されている可能性は否定でき

ない。したがって,本研究の成果を直ちに普遍的な実践

モデルとして位置づけることには慎重である必要があ

る。以上の点は,本研究における方法上の限界として明

確に認識されるべきである。 

また,本研究は,中休み時間における児童の行動およ

び教師の関わりを記述的に捉えることを主眼としてお

り,どのような環境構成や活動内容を展開することで,

多様な児童が自発的に交流する場が醸成されていくの

かという具体的な実践方法については,十分に明らか

にすることができなかった。そのため,本研究の成果は,

実践の効果や因果関係を検証する段階には至っておら

ず,あくまでも現象の整理と示唆の提示に留まってい

る。一方で,本研究の結果は,特定の文脈に依拠した事

例研究であるがゆえに,インクルーシブ教育の質を再

考するための一つの具体的事例として一定の示唆を与

えるものであると考えられる。とりわけ,教師による関

与の在り方や学校環境の構成が,児童の主体的行動や

心理的安定にどのように関与しているのかという点に

ついて,実践に根差した視点を提供している点に本研

究の意義がある。 

今後,このテーマをさらに深化させていくためには,

通常学級に在籍する児童の中休みの過ごし方や他の小

学校,特別支援学校を対象とした調査へと範囲を拡大

し,複数事例を比較・蓄積していくことが求められる。

また,参与観察に加えて,児童への員やビュー調査や質

問紙調査を併用するなど,分析方法の工夫を通して,行

動と認識の両側面からインクルーシブ教育の実践を捉

えることも重要な課題である。さらに,具体的な活動実

践を導入し,その過程や変化を検討する実践研究を通

して,実践を通した理論構築が求められる。 
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幼稚園における子どもの実態把握と個別最適な支援の実際 

―3学期の保育記録と障害児に関する記述に着目して― 

  

札幌国際大学短期大学部幼児教育保育学科 助教 小岩季之 

キーワード：幼児理解に基づいた評価,PDCA,保育観 

 

1.本研究の意義 

保育者は継続的に子どもの実態把握を行い,子ども

の実情と保育活動の調整を図りながら個別最適な関わ

りを行っている。その際,保育者は子どもの姿を評価し,

最適な保育活動や支援内容を検討・立案した上で,具体

的な保育実践を展開している。文部科学省(2018)は,幼

児一人一人の発達の理解に基づいた評価の実施に当た

り,「指導の過程を振り返りながら幼児の理解を進め,

幼児一人一人のよさや可能性などを把握し,指導の改

善に生かすようにすること」と示している。さらに,評

価を生かした指導計画の改善については,「幼児の実態

及び幼児を取り巻く状況の変化などに即して指導の過

程についての評価を適切に行い,常に指導計画の改善

を図るものとする」と明記している。保育現場では,幼

児理解と指導過程の評価及び指導計画の改善を連続的

に実施した上で個別最適な関わりが展開されており,

日常的な自己省察の機会の一つとして保育日誌の作成

が挙げられる。保育日誌の例として,保育活動を実施し

た後,クラス全体の姿や子どもの個別の姿について文

章で記述したり,写真と文字を組み合わせたポートフ

ォリオや保育環境図と文字を組み合わせて保育活動の

記録を作成する形式を採用したりと,各園で創意工夫

が図られている。このような状況から,各園で蓄積され

ている保育日誌を分析し,保育実践における PDCAサイ

クルの実際を確認することは質の高い保育を検討する

上で欠かせない観点である。 

これまでに小岩(2023,2024,2025)は, 幼稚園におけ

る障害児の実態把握と支援について,1 学期の保育記

録を参照し,保育者は障害の有無に関わらず,事実に基

づいた子どもの姿や保育者のみとりを働かせ子どもの

内面を汲み取りながら丁寧な実態を把握していること,

実態把握に基づいた支援内容の検討及び決定を経て,

個別最適な支援を追及していることについて,個別事

例の記録から確認している。一方,分析対象は限定的で

あること,他の時期に着目した分析は行われていない。 

以上のことから,幼児理解に基づいた評価とPDCAの

実際に着目して保育記録の分析を実施することとした。

本研究では,保育者が保育記録に子どもの様子を個別

的に記述している内容に着目し,保育記録の記述内容

分析を行う。その際,支援に関する記述出現数が多いこ

とが推察される「障害児」を中心に分析を行い,保育者

による子どもの実態把握と支援の傾向を明らかにする。

本研究から,子どもの実態把握に着目した幼児理解に

基づいた評価に関する記述を読み解き, よりよい支援

につながる PDCAサイクルについて検討するとで,今後

の保育の質向上に寄与することが期待されることから,

本研究を実施した。 

 

2.調査の概要 

第 1節 研究の概要  

第 1項 調査の目的  

 本研究は,幼稚園における障害児の実態把握及び支

援の在り方を明らかにすることを目的とする。具体的

には,調査対象園の保育記録を分析対象とし,保育者が

障害児をどのような視点から理解した上で,支援を構

想・実践しているかを検討する。保育記録の記載内容

に内在する障害児の実態把握と支援の傾向と課題を抽

出することを目的とした。 

 

第 2節 調査対象  

 北海道Ｓ市内の私立幼稚園 1園の保育日誌を分析対

象とした。当該幼稚園は,異年齢保育を実施するクラス

活動と同年齢児で取り組むグループ活動の2つの活動

形態を採用している。保育者は各活動形態において担

任を務めており,同一児に対して複数の保育者の視点

から観察・保育記録を行っている。この記録形態は,障

害児の実態把握と支援にどのような傾向があるのかを

検討する上で分析的意義を有する。 

さらに,本研究では 3学期の保育日誌を対象とした。

学期末は,子どもの発達や集団関係の成熟が顕在化し
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やすく,保育者の総括的評価や支援の成果に関する記

述が期待される時期である。この時間的条件は,障害児

に対する実態把握及び支援の構造を把握する上で適切

であると判断した。 

また,当該幼稚園は活動場所を入れ替えながら保育

を展開しており,柔軟かつ機動的な園の運営体制のも

とで保育が行われている。 

 なお,本研究は単一園を対象とする事例研究であり,

結果の一般化には慎重である必要がある。しかしなが

ら,保育記録という実践資料を通して障害児の実態把

握と支援の記述構造を抽出するという探索的目的に照

らせば,本事例は理論的示唆を得るに足る意義を有す

ると考える。 

 

第 3節 調査期間 

 本研究の調査対象期間は2023年1月23日から2023

年 3月 21日までの保育活動日42日間とした。本期間

は当該幼稚園の 3 学期に該当し,年間保育の総括段階

に位置づけられる時期である。3学期は,個々の特性や

支援の成果が蓄積的に表出する時期であることから,

保育者による実態把握や支援方略の記述がより構造的

に現れる可能性が高い。したがって,本研究では年間初

期の探索的把握段階ではなく,一定期間の保育実践を

積み上げた記録を分析対象とすることで,保育者の障

害児の実態把握と支援の様相を検討することを企図し

た。 

 

第 4節 調査方法と分析方法 

1. 分析資料 

本研究では,調査対象園の 3 学期に作成された保育

記録を分析資料とした。保育日誌は,各保育活動終了後

に担当保育者が「日時」,「欠席者」,「活動内容」,「環

境構成」,「反省」の各項目を記録する形式で作成され

ている。「環境構成」の欄には,活動時の写真及び写真

の内容に関する補足記述が含まれている。 

本研究では,障害児の実態把握及び支援の構造を検

討するため,「環境構成」及び「反省」の 2つの項目の

記述を主たる分析対象とした。 

分析単位は原則として 1 文とし,文脈上不可分の場

合は意味段落を単位とした。 

 

2.記述抽出基準 

 保育日誌全体を精読し,『障害児の実態把握に関する

記述』及び『保育活動の振り返りや支援方略に関する

記述』を抽出した。抽出基準は,当該児に関する直接的

言及があること,または支援的配慮の意図が明示して

いることとした。 

本研究における対象児の区分については,調査対象

の園長と検討し,次の三類型とした。 

➀「診断を受けている子ども」 

調査対象園において保護者との情報共有を行われ,

医師による診断を受けていることが確認されている幼

児。 

➁「療育を受けている子ども」  

 医師による診断の有無は確認されていないが,療育

機関に通所していることが園内で共有されている幼児。 

➂「気になる子ども」 

➀と➁のいずれにも該当しないが,活動場面や発達

面または行動面において保育者が継続的な観察・記録

を必要とすると判断し,保育記録上に当該児の実態把

握や個別的配慮に関する記述が確認された幼児。 

本研究では診断名の詳細には立ち入らず,医学的カ

テゴリーではなく,園内において支援対象として認識

されているという保育実践的視点に基づいて対象を特

定した。なお,抽出に際にしては文脈依存性による過剰

抽出を避けるため,単なる一般的活動や集団全体に関

する抽象的記述は除外した。 

 

3.分析手続き 

 抽出した記述について,『記述数』,『記述者』,『記

述内容』の三観点から整理・分類を行った。分析の妥

当性を確保するため,分類基準を明文化した上で複数

回の再読を行い,分類の整合性を確認した。本研究は,

記述傾向の量的把握と質的解釈を組み合わせて検討を

行った。 

 

第 5節 倫理的配慮  

本研究の実施にあたり,調査対象園の園長より研究

協力の承諾を得た上で保育記録の閲覧及び分析を行っ

た。研究対象となる園児及び保育者の人権と利益の保

護を最優先とし,研究目的,方法,データの利用範囲に

ついて説明を行った。保育記録に含まれる園児名,保育

者名,園名等の特定可能な情報はすべて匿名化し,仮名

化処理を施した。収集した研究者以外がアクセスでき

ない環境下で保管し,外部への情報漏洩が生じないよ

う管理体制を整備した。なお,データは研究目的以外に
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は使用しないことを徹底した。 

 

3.分析結果 

第 1項 記述数に着目した量的傾向 

調査対象期間に作成された保育記録について単純集

計を行った。結果は分析結果を表-1に示す。 

 

子どもの実態把握に関する記述は合計216回確認さ

れた。各対象児に対する記録回数は 0 回から 11 回の

範囲に分布しており,記述回数にはばらつきが認めら

れた。 

記録対象児の総数は98名であり,その内訳は「診断

を受けている子ども」9名(9.2%),「療育を受けている

子ども」18名(18.4%),「気になる子ども」71名(72.4%)

であった。 

記述回数(216回)の内訳は,「診断を受けている子ど

も」に関する記述が 32回(14.8%),「療育を受けている

子ども」に関する記述が 60回(27.8%),「気になる子ど

も」に関する記述は 124回(57.4%)であった。  

人数構成比と記述割合を比較すると,「診断を受けて

いる子ども」は人数比 9.2%であるのに対し記述割合は

14.8%,「療育を受けている子ども」は 18.4%に対し

27.8%といずれも人数比を上回っていた。一方,「気に

なる子ども」は 72.4%に対し記述割合 57.4%であり,人

数比を下回っていた。すなわち,記述割合は人数構成比

に比例していなかった。 

1人あたりの平均記述回数は,「診断を受けている子

ども」は 3.56回,「療育を受けている子ども」は3.33

回,「気になる子ども」は1.75回であった。 

無記録率(記述回数 0 回の割合)に着目すると,「診

断を受けている子ども」は22.2%(2名),「療育を受け

ている子ども」は 16.7%(3名),「気になる子ども」は

25.4%(18名)であった。 

以上の結果から,記述総数では「気になる子ども」に

関する記述が最多であったが,1 人あたり平均記述回

数に着目すると,「診断を受けている子ども」及び「療

育を受けている子ども」に対する記述の集中度が相対

的に高い傾向にあった。 

 

第 2項 記述者に関する単純集計結果 

 本項では,保育記録の記述者に着目し,記述状況に

ついて単純集計を行った。結果は表-2,表-3,表-4に示

す。表-2 は記述者別の記述総数,表-3 は記述回数が 2

回以上確認された園児に関する集計,表-4は記述回 

数が 1 回であった園児に関する集計である。 

 

 表-2より,記述総数は216回,記述対象となった園児

は 75 名,記述が確認されなかった園児は 23 名であっ

た。記述者別にみると,保育者間で記述回数及び記述対

象園児数に差異が認められた。また,記述対象園児の記

述回数にもばらつきが確認された。 

 記述回数及び記述回数割合が多い順にみると,F 保

育者 72 回(33.3%),A 保育者及び D 保育者が各 38 回

(17.6%),B 保育者 32 回(14.8%),C 保育者 25 回

(11.6%),E保育者 11回(5.1%)であった。 

記述対象園児数が多い順としては,F 保育者 29 名,B

保育者 24 名,A 保育者 23 名,D 保育者 19 名,C 保育者

13名,E保育者 7名であった。 

 各保育者の 1人あたり平均記述回数を多い順にみる

と,F 保育者 2.48 回,A 保育者 1.65 回,D 保育者 2.00

回,B保育者1.33回,C保育者1.92回,E保育者1.57回

であった。また,最も記述回数の多かった F 保育者は

全体の33.3%を占めており,単独で約3分の1の記述を

担っていた。 

 表-3と表-4より,園児区分別に集計したところ,「診

断を受けている子ども」は7名,「療育を受けている子

ども」は 15名,「気になる子ども」は53名であった。 

記述者 A B C D E F 記述数

各保育者記述回数 38 32 25 38 11 72 216

記述対象園児数 23 24 13 19 7 29 75

未記述園児数 ー ー ー ー ー ー 23

記述回数割合(%) 17.6 14.8 11.6 17.6 5.1 33.3 100

平均記述回数(回） 1.65 1.33 1.92 2.00 1.57 2.48 2.88

表-2　記述者に関する単純集計結果【総数】
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 園児名と記述者との対応関係を整理したところ,記

述形態は四類型に分類された。総件数 159件の内,➀1

人の子どもに対して複数の保育者が記述している事例

(以下：複数保育者型) は 102件(64.2%),➁1人の子ど

もに対して複数の保育者が記述しているものの特定の

保育者に記述が集中している事例(以下：特定保育者集

中型)は13件(8.2%),➂1人の子どもに対して単一の保

育者のみが複数記述している事例(以下：単一保育者・

複数回型)は14件(8.8%),➃1人の子どもに対して単一

の保育者のみが 1 回のみ記述している事例(以下：単

一保育者・単回型)は 30件(18.9%)であった。 

 記述形態別にみると,複数保育者による記述(➀+➁)

は 115件(72.3%)であり,全体の約 7割を占めていた。

一方,単一保育者による記述(➂+➃)は 44件(27.7%)で

あった。また,複数回記述が確認された事例(➀+➁+➂)

園児

区分

   　 　 　　記述者

園児名
A B C D E F 記述数

1 b/a 2 9 11

0 a/a 2 2 3 2 9

1 b/b 4 5 9

1 b/c 4 4 8

2 c/a 1 1 6 8

0 a/j 4 2 1 7

1 b/d 2 2 3 7

2 c/b 2 5 7

1 b/e 1 5 6

0 a/c 5 5

1 b/f 4 1 5

2 c/c 5 5

2 c/d 5 5

2 c/e 1 4 5

2 c/f 1 1 3 5

0 a/d 1 2 1 4

1 b/g 1 3 4

2 c/g 1 3 4

2 c/h 1 1 2 4

2 c/i 1 3 4

2 c/j 4 4

0 a/e 3 3

0 a/f 3 3

2 c/k 2 1 3

2 c/l 3 3

2 c/m 1 1 1 3

2 c/n 2 1 3

2 c/o 2 1 3

2 c/p 1 2 3

2 c/q 2 1 3

2 c/r 1 2 3

2 c/s 1 2 3

2 c/t 1 2 3

1 b/h 1 1 2

1 b/i 1 1 2

2 c/u 2 2

2 c/v 1 1 2

2 c/w 2 2

2 c/x 2 2

2 c/y 1 1 2

2 c/z 2 2

2 d/a 2 2

2 d/b 1 1 2

2 d/c 2 2

2 d/d 2 2

【園児区分補足】

 0：「診断を受けている子ども」　 1：療育を受けている子ども　2：気になる子ども

表-3　記述者に関する単純集計結果【記述数2回以上】
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は129件(81.2%)であり,単回記述のみの事例(➃)は30

件(18.9%)であった。 

 記述形態と対象児区分との対応関係を整理すると, 

➀複数保育者型では「診断を受けている子ども」,「療

育を受けている子ども」,「気になる子ども」の各区分

すべてに該当していることが確認された。➁特定保育

者集中型では,「療育を受けている子ども」及び「気に

なる子ども」の区分で記述が確認されたが,「診断を受

けている子ども」の区分では該当が見られなかった。

➂単一保育者・複数回型では,「診断を受けている子ど

も」と「気になる子ども」の区分で記述が確認された

が,「療育を受けている子ども」の区分では該当が見ら

れなかった。➃単一保育者・単回型では, 「診断を受

けている子ども」,「療育を受けている子ども」,「気

になる子ども」の各区分に該当が確認されたものの,

「診断を受けている子ども」に関する記述は 1件であ

った。 

対象児区分別にみると,「診断を受けている子ども」

は,➀複数保育者型,➂単一保育者・複数回型,➃ 単一

保育者・単回型に該当し,➁特定保育者集中型には該当

しなかった。「療育を受けている子ども」は,➀複数保

育者型,➁ 特定保育者集中型,➃単一保育者・単回型に

該当し,➂単一保育者・複数回型には該当しなかった。

「気になる子ども」は,四類型すべてに該当が確認され

た。結果の詳細は表-5に示す。 

 

 

第 3項 記述内容分析  

 診断を受けている子どもに着目し,記述形態の四分

類(複数保育者型,特定保育者集中型,単一保育者・複数

型,単一保育者・単回型)の枠組みに基づいて,各類型に

おける記述数が最多であった子どもを抽出した。その

結果,複数保育者型では「a/a」,では特定保育者集中型

では「a/j」, 単一保育者・複数回型では「a/c」, 単

一保育者・単回型では「a/g」が該当した。 

次に,各抽出事例において,「対象児の実態」と「保

育者の支援」の双方が確認された記述を対象とし,両者

の対応関係を整理した。その上で,子どもの実態記述と

支援記述の関係に焦点を当て,記述内容分析を行った。 

その結果,保育者の関わりは支援の様相という観点

から七つのカテゴリーに整理された。すなわち,「自律

促進的見守り」(10),「活動構造化支援」(4),「関係形

成支援」(4),「情緒調整支援」(4),「危険対応支援」

(2),「環境調整支援」(1),「情緒アセスメント支援」

(1)である。 

最も多く確認されたのは「自律促進的見守り」であ

った。保育者は子どもの自発的活動や思考過程,創作過

程,達成過程を尊重した観察及び直接的援助を最小限

にとどめた見守りを基調として関わっていた。また,子

どもの実態に応じて自律的な行動変容を促す見守りや,

援助行為を尊重しつつ安全確認を含めた観察をしてい

ることが確認された。これらの記述から,本実践におけ

る支援は,指示的関与よりも自律を基盤とした関わり

を中心として構成されていることが整理された。 

次いで確認されたのは「活動構造化支援」,「関係形

成支援」,「情緒調整支援」である。「活動構造化支援」

では,活動順序の調整や対話を通した理解支援,活動ル

ールや活動目的の言語的または明確な説明が行われて

いた。これにより,子どもが活動の意味や流れを理解し

た上で活動に参加できるよう支える関わりが確認され

ていた。「関係形成支援」は,受容的な見守りによる情

緒的支援がみられた。また,子どもや活動の実態に応じ

て個別関係を尊重した見守りを選択することや,1対1

での個別的活動支援を行う関わりが確認された。「情緒

調整支援」では,活動内容の説明,状況に応じた情緒の

安定化への関与,媒介活動を用いた情緒の再調整,共同

的活動とクールダウンを併用した関わりが見られた。

これらは,子どものその時々の状態に応じて調整され

た支援として整理された。さらに, 「危険対応支援」,

「環境調整支援」,「情緒アセスメント支援」は出現数

としては限定的であったが,危険兆候を察知した際に

は即時的な回避的関与が行なわれていたこと,活動場

所の変更を許容する環境調整が行われていたこと,情

緒的状態の把握に努める関わりがあることが確認され
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た。なお,記述内容分析の結果については,複数保育者

型は表-6,特定保育者集中型は表-7,単一保育者・複数

回型は表-8,単一保育者・単回型は表-9に示す。 

 

 

 
 

4.考察 

1. 記述分布から見る支援の焦点化傾向 

 本研究では,子どもの実態把握に関する記述は計216

回確認され,対象児 98 名に対して 0 回から 11 回まで

のばらつきが認められた。人数構成比と記述割合を比

較すると,「診断を受けている子ども」及び「療育を受

けている子ども」はいずれも人数比を上回る割合で記

述されており,1人あたり平均記述回数も「気になる子

ども」と比較して高値を示した。 

 この結果は,保育記録の実践において「診断を受けて

いる子ども」と「療育を受けている子ども」という個

別の配慮が明確である子どもに関する記録を残しやす

い傾向があることを示唆している。すなわち,公的な支

援対象として位置づけられている子どもは,保育者の

観察意識や記録行動を喚起しやすい構造にあると考え

られる。一方で,「気になる子ども」は総記述数として

は最多であるものの,1 人あたり平均記述回数は相対

的に低く,無記録率も 25.4%と最も高かった。これは,

個別の配慮について明確に位置づけられていない子ど

もに対しては,継続的な記録化が必ずしも十分ではな

表-7　特定保育者集中型の記述内容分析【対象児：a/j】

記述者 記述内容 子どもの実態 保育者の支援 支援カテゴリー

B

a/jは、登園してすぐに、「鬼くる？」と尋

ねる姿があり、何度も「もう来る？」と怖

がっていました。

登園してすぐに、「鬼くる？」と尋ねる

姿

何度も「もう来る？」と怖がる

受容的見守りに

よる情緒的支

援

関係形成支援

A

a/jが、皆で一枚の紙でお話を進める中

で自分も紙が欲しいと発信してくれたの

ですが、皆で使う紙なんだと伝えると最

後の方がまんの限界だったようで爆発し

てしまいました。関わる中で、a/jの欲求

に向き合ったり、もう少し一緒にすごす時

間を増やせれば良かったです。行事前に

気持ちが不安定になることがおおいの

で、いつも以上に向き合う必要があると

感じています。

自分も紙が欲しいと発信してくれた

最後の方我慢の限界だったようで爆

発

行事前に気持ちが不安定になること

が多い

活動ルールを明

確に説明

活動構造化支

援

A

発表会に向けて、期待をもち楽しみにし

ている子がおおい分、a/jのように、緊張

したり、気持ちが高ぶり不安定になってい

る時間がある子もいるので、様々な関わ

りを通し、どの関わりがいいか保育者間

でも相談していきます。

緊張したり、気持ちが高ぶり不安定に

なっている時間がある

状況に応じた情

緒安定化関与
情緒調整支援

久しぶりの登園

朝は緊張していた

何度も聞く姿があり、気持ちが総練習

に向いてくれていた

活動内容説明

による情緒安定

関与

情緒調整支援

途中気持ちが大きくなりすぎて、お友

達に対し手が出てしまったり危険な姿

も見られた

危険兆候を察

知した回避支援
危険対応支援

A a/jは、大興奮 大興奮
情動状態の把

握

情緒アセスメン

ト支援

B

a/j、a/dは、園長先生にメッセージを渡

してくれました。少し戸惑いもありました

が、やり遂げることができ、みんなに見て

もらう中で前に出るという経験を、自信

に繋げられるよう見ていきます。

園長先生にメッセージを渡す

少し戸惑いもある

やり遂げることができた

直接的援助を

最小化した見守

り

自律促進的見

守り

D

子ども達の後方の席に、a/e、b/b、

a/d、a/jが並んでいて、周りの様子に気

が付きにくく、後ろを向いたり床に座ること

があったため、明日は保育者が1人付

き、安心して取り組めるよう進めていく。

後ろを向いたり床に座ることがあった

直接的援助を

最小化した見守

り

自律促進的見

守り

a/jは久しぶりの登園だったことで、朝は

緊張していたのですが、今日は総練習を

するよと伝えたところ、「a/jも？」と何度も

聞く姿があり、気持ちが総練習に向いて

くれていました。途中気持ちが大きくなり

すぎて、お友だちに対し手が出てしまった

り危険な姿も見られていたので、その都

度声を掛けています。当日も同じような

姿が予想されるので、a/jに向き合ってい

きます。

A

表-8　単一保育者・複数回型の記述内容分析【対象児：a/c】

記述者 記述内容 子どもの実態 保育者の支援 支援カテゴリー

A

スキーを履く段階で「やだ!!」とくじけてし

まっていたa/cです。最後の10M程は自

分の力で歩き進めることができました。

a/cは、「外に出るよ！」の声掛けには喜

んでいたのですが、いざスキーを履くよの

時には「やだ～」と崩れてしまう姿がありま

した。途中はストックを持つことも嫌がり、

立つこともあきらめてしまいました。a/cの

好きな歌をうたったり、違うお話をしてみ

たのですが、気持ちを立て直すことが難し

かったです。ですが、ゴール直前の10M

程は一緒に手をつないでだと進めることが

できたので、次回は〈別場所での〉【筆者

修正】スキーなので、気持ちを整え、楽

しめるよう関わっていきます。

スキーを履く段階で「やだ‼」とくじけてし

まった

最後の10M程は自分の力で歩き進

めることができた

「外に出るよ！」の声掛けには喜んで

いた

スキーを履くよの時は「やだ～」と崩れ

てしまう姿

途中はストックを持つことも嫌がり、立

つこともあきらめてしまう

保育者と手をつないで進めることがで

きた

媒介活動を用

いた情動面の再

調整

情緒調整支援

A

一日を通してa/cは気持ちが高ぶってい

る姿があり、昨日の学校見学から同じよ

うな様子があったとのことで、一緒にすご

す機会が多かったです。a/cはいつもより

も攻撃的で何となくイライラしているような

動きが見受けられたので、活動中もクー

ルダウンをはさみながら取り組んでいま

す。

1日を通してa/cは気持ちが高ぶって

いる姿がある

昨日の学校見学から同じような様子

いつもより攻撃的で何となくイライラして

いるような動き

共同的活動と

クールダウンの併

用支援

情緒調整支援

A

a/cは、登園時からとっても張り切ってい

て、「おはよう！発表会だー‼」と気合い

充分でした。今日は終了まで、しっかり

自分の足で立ち、取り組むことができた

ので、本当に頑張ったと思います。

登園時からとっても張り切っていて

気合い十分

終了までしっかり自分の足で立ち、取

り組むことができた

自発的活動を

尊重した観察

自律促進的見

守り

A

初めa/cが、いきおいよく花壇の柵を乗り

越え道路側へ行こうとする姿がありまし

た。以前から、b/bがフラ～と行こうとする

事案もあったので、バスが到着した時点

で、すぐ危険な配置につくべきでした。

勢いよく花壇の柵を乗り越え道路側

へ行こうとする姿がありました

危険兆候を察

知した回避支援
危険対応支援

A

a/c、a/jは、大興奮で、a/cは自分のハ

ンカチ、ティッシュを使い、マジックをしよう

と試みていたので、今日のお楽しみ会を

きっかけにあそびが広がるよう明日以降

のあそびを整えていきます。

大興奮

自分のハンカチ、ティッシュを使い、マ

ジックをしようと試みていた

創作活動を尊

重した観察

自律促進的見

守り

表-9　単一保育者・単回型の記述内容分析【対象児：a/g】

記述者 記述内容 子どもの実態 保育者の支援 支援カテゴリー

C

今日は、b/c、c/d、d/s、a/gが中々あ

そびの輪に入れずにいたので、一人ひとり

何では入れないのか、こちら側からのアプ

ローチ方法も考えていきます。

中々遊びの輪に入れずにいた
自律的行動変

容を促す見守り

自律促進的見

守り
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い可能性を示している。この傾向は,「診断を受けてい

る子ども」と「療育を受けている子ども」という制度

的カテゴリーと保育記録実践の関係性という観点から

重要である。支援の必要性が明確化されている場合に

は,記述が蓄積されやすく,個別の配慮について明確に

位置づけられていない子どもについては記述が分散・

断片化する傾向があると考えられる。 

 

2. 記述者構造にみる実践の組織性 

 記述者別の分析では,記述回数及び対象園児数に保

育者間で差異が認められた。特に F 保育者は全体の

33.3%を担っており,保育記録実践における中心的役割

を果たしていた。一方で,E 保育者は 5.1%と他保育者

と比べて最も少なかったが,子どもの個別記述よりも

クラス運営の記述に比重を置いて保育記録を作成する

スタイルであることが考えられる。 

記述形態の分析では,複数保育者による記述(複数保

育者型＋特定保育者集中型)が全体の 72.3%を占めて

おり,記録が特定個人に閉じているわけではなく,一定

程度の共有構造が形成されていることが確認された。

このことは,本実践が個人依存型ではなく,各保育者が

子どもの実態を把握した上で実践した支援についても

保育記録を蓄積していくという記録構造を有している

ことを示唆する。しかし同時に,特定保育者集中型や単

一保育者型も一定割合存在しており,支援の共有度に

は揺らぎがある。特に,「診断を受けている子ども」が

特定保育者集中型に該当しなかった点は注目に値する。

これは,「診断を受けている子ども」に対しては複数の

保育者が関与する傾向が強いこと,保育者が保育記録

に蓄積する価値が高いと判断していることを示してお

り,支援が個別化されつつも保育者間で子どもの実態

把握と支援に関する実践的知見に関する情報が組織的

に共有可能な構造をもっている可能性がある。 

また,保育者は保育活動後に「診断を受けている子ど

も」に関するエピソードの記憶が想起されやすかった

り,支援の結果や今後の支援方針の検討事項として保

育記録に残す必要性を感じたりして,保育記録を作成

していることが考えられる。 

他に,保育者によって記述対象園児は分散傾向にあ

ることから,保育者ごとに保育記録に蓄積する価値が

高いと判断する基準の違いがあること,日々の保育実

践の中で特に気にかけて着目する子どもが異なること

が推察される。判断の基準や着目する子どもが異なる

ことで,単一的な保育の見方にとらわれない多面的・多

角的な視点から子どもの実態を把握したり,支援を模

索したりすることで,個別最適な支援を導き出してい

ることが考えられる。 

 

3. 記述内容分析からみる支援の基調 

 「診断を受けている子ども」に焦点化した記述内容

分析では,保育者の関わりは七つのカテゴリーに整理

された。そのうち最も多かったのは「自律促進的見守

り」であった。この結果は,本実践における支援が指示

的・矯正的介入を中心とするものではなく,子どもの主

体的活動を基盤とする関わりを尊重していることを示

している。保育者は子どもの自発的行為や思考過程を

尊重し,直接的援助を最小限に抑えつつ,必要に応じて

安全確認や行動変容を支える関わりを行っていること

が読み取れる。これは,発達支援を「制御」や「調整」

ではなく「促進」として位置づける保育観に基づいて

いることが考えられる。また,「活動構造化支援」,「関

係形成支援」,「情緒関係支援」が同数確認されたこと

から,本実践は単一の支援様式に依拠するのではなく,

子ども自身の認知的理解を支えることを視野に入れた

活動の構造化,子ども同士の関係性や子どもと保育者

との人間関係を中心とした関係形成基盤を支援する関

与,情緒の安定を図る調整的支援という多層的支援構

造を有していることが示唆される。さらに,「危険対応

支援」,「環境調整支援」,「情緒アセスメント支援」

は出現数こそ限定的であったが,必要時には即時的か

つ的確な関与が行われていた。これは,日常的には直接

的援助を最小限にとどめた見守りを基調としつつも,

状況に応じて介入段階を調整する柔軟性があることを

示している。 

以上のことから,3 学期の保育記録の記述内容から,

保育者はこれまでの子どもの成長を日々肌で感じたり,

保育記録に情報を蓄積したりする中で,子どもの発達

の現状を理解した上で,これまでに自律的な姿として

見られた行動を子どもの意思に基づいて行動できるよ

うに意図的に見守っていることが推察される。また,保

育者が子どもの潜在的な可能性を予感して子どもが自

発的に行動できるように直接的支援を最小限にとどめ,

子ども自身の力が最大限発揮できるような支援を行っ

ていることが考えられる。 
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4. まとめ 

 本研究は,保育記録を量的・質的に分析することに

より, 障害児の実態把握と支援の傾向と実践構造を可

視化した。特に,「診断を受けている子ども」と「療育

を受けている子ども」に対する記述の集中,自律促進的

見守りを基調とする多層的支援構造,複数保育者によ

る子どもの実態と支援に関する情報の共有的記録体制

が確認された。これらの知見は,保育記録を単なる事実

記載ではなく,実践構造を映し出す根拠資料として位

置づける意義を示すものである。 

進級や進学,過去の子どもの姿との比較といった 3

学期ならではの観点が多く記述されているという仮説

については,本研究では確認できなかった。保育者は保

育記録を作成する時点で過去の子どもの姿を想起した

上で当日の子どもの実態や保育実践時の支援内容と結

果について自己省察を行い,保育記録を作成している

と考えると,要点を抑えた記述に注力する傾向にある

のではないだろうか。また,過去の保育日誌を振り返る

機会が少ないこと,過去の記録と比較しながら保育記

録を作成するという過程が確立されていないこと,保

育記録作成よりも翌日以降の保育準備の方が優先され,

時間的制約により十分な時間を確保して保育記録を残

すことが難しい状況であることから,過去の子どもの

姿に関する記述が確認されなかったことが考えられる。

他に,本調査では子ども個別の記述に着目して分析を

進めたが,クラス運営の観点に基づいた記述の中に,3

学期ならではの記述が潜在している可能性も否定でき

ない。 

 以上のことから,保育者は支援の必要性が明確化さ

れている場合には,記述が蓄積されやすく,個別の配慮

について明確に位置づけられていない子どもについて

は記述が分散・断片化する傾向があることが考えられ

る。さらに,支援が個別化されつつも保育者間で子ども

の実態把握と支援に関する実践的知見に関する情報が

組織的に共有可能な構造をもっている可能性がある。

また,本調査対象の保育者は,子どもの自律的な行動実

績や潜在的な可能性の予感に基づいて,見守りをした

り,直接的援助を最小限にとどめたりしていることに

ついて示唆された。 

 上記について,幼児理解に基づいた評価の観点から

考えると,保育者は子ども一人一人のよさや可能性な

どを把握した上で,保育記録を作成したり,作成した保

育記録を組織的に共有したりして,その後の指導の改

善に生かし,個別最適な支援に繋げていると解釈でき

る。このような背景として各保育者の保育観が反映さ

れていることが考えられる。子どもの未熟さのみに着

目した支援的観点のみならず,子ども一人一人のよさ

や潜在的な可能性があるという観点に基づいた保育実

践が行われていることが推察される。その際,子どもの

実態を把握した上で, 自律的行動が促されるように見

守ることや直接的援助を最小限にとどめ,子どもの力

を最大限発揮できるような支援に努めていることが本

研究から読み取れた。 

 PDCA の観点から考えると,支援を行う際には,過去

の子どもの姿を想起した上で目の前の子どもの状況に

最適な支援が行われているとすると,保育者の中には

実践知が蓄えられ,暗黙的に PDCAサイクルを循環させ

ているのではないだろうか。園内で蓄積されている保

育記録を活用することは,保育者の実践的知見に基づ

いた暗黙的な支援にとどまらず,保育実践が可視化す

ることが可能となる。また,保育者による記述対象児が

重複していたり,分散していたりすることが確認され

たが,保育現場では各保育者の多面的・多角的な視点か

ら子どもを評価して保育実践が行われていることが読

み取れる。評価の観点が多様であることは,支援結果に

ついて意見交換を行う際の材料が増え,支援の妥当性

について複数の目で検討することで,個別最適な支援

の実現に繋がることが期待される。保育記録を活用し

た保育実践に関するPDCAサイクルを循環させ,指導過

程の評価を適切に行い,その結果を日常的に指導計画

の改善へと還元することで,妥当な評価に基づいた個

別最適な支援の実現に寄与すると考える。 

 

5.本研究の限界と今後の課題 

本研究は一園における記録分析であり,結果の一般

化には慎重である必要がある。また,記述頻度は支援の

質的強度を直接示すものではなく,記録文化や保育者

の保育記録の作成傾向の影響を受ける可能性がある。

今後は,記述内容の縦断的変化,支援カテゴリー間の変

移構造,記録様式と支援実践の相互比較,クラス運営の

観点からの記述内容分析,保育記録作成者である保育

者との共同的な保育記録分析といった視点から,より

精緻な分析が求められる。 
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教育実践報告 

 

教員養成段階における学校安全に関する学び 

―東日本大震災の教訓を伝える防災教育に着目して― 

 

札幌国際大学スポーツ人間学部スポーツ指導学科 教授 平田嘉宏 

 

キーワード： 教職課程、学校安全、防災教育、東日本大震災 

 

1  はじめに 

本学科では教職課程科目を学ぶことによって中高保

健体育が取得できるが、教科の特性上、学校安全につ

いては、他の教科よりもしっかり学んでおく必要があ

る。実際、熊丸(2018)は、教員養成段階の学生が学校

安全・危機管理をどの程度学ぶ機会があるかについて、

国立大学教員養成課程のシラバスを分析することによ

って明らかにしているが、それによると、学校安全・

危機管理に関して学修する可能性が最も高いのは、中

等教育の保健体育科の教員か養護教諭を目指す学生で

あった。 

かつては、受け持つ学生の中に当時小学生で東北の

太平洋側に住んでいた者もおり、当該の学生に対して

は東日本大震災当時の記憶を想起させることを避ける

配慮が必要と考え、授業で防災について触れる際には、

東日本大震災について言及することを避けていた。し

かし、教員養成課程の学生には、第3次学校安全の推進

に関する計画(文部科学省(2022))にあるとおり、東日

本大震災の記憶を風化させることなく今後発生が懸念

される大規模災害に備えた実践的な防災教育を進めて

いく必要がある。 

教育行財政等を担当する前年、被災の痕跡を保存し

た震災遺構を初めて視察した。石巻市震災遺構大川小

学校である。小さなグラウンドの、たった数十メート

ル先に山へ入る坂があった。グラウンドからその坂の

方を見た瞬間、あの地震の後でこんなにも近いところ

にある坂に登ってさえいたらと大変衝撃を受けた。1

年後の12月、石巻専修大学を訪問した際、東日本大震

災のことが記憶にない学生が入学してきていることを

ご教授いただき、授業で東日本大震災について言及し

ようと考えた。 

教育行財政は、教職課程コアカリキュラムにあるよ

うに、学校安全への対応に関し、災害安全の領域につ

いては安全管理及び安全教育の両面から具体的な取組

を理解することが到達目標の一つである。同じく担当

した教職論では、使用した2冊のテキストの双方に学

校安全に関する章があって東日本大震災のことも記載

されていた。 

これらを総合すると、教育行財政と教職論において、

保健体育の教員を目指す学生にとっては重要な安全教

育のうち、防災教育について、東日本大震災を扱いな

がら学修することは可能であると判断できる。 

本稿は、2年間4回の授業における東日本大震災を用

いた防災教育の取り組みと、学生の授業レポートの感

想により、授業実践の成果と課題を報告するものであ

る。 

 

2 初年度の実践 

2.1 教育行財政における学校安全 

教育行財政は、教職課程コアカリキュラムの「教育

に関する社会的、制度的又は経営的事項（学校と地域

との連携及び学校安全の対応を含む）」に該当する。 

授業で使用している横井(2024) のテキストでは、学

校安全は、第10章の中の一つの節という扱いである。

教育行財政の授業は、1回の授業で1章分の内容を扱う

ため、当日は、他の節について取り扱ったのち、最後

に学校安全について説明した。 

学校安全では、まず、学校が安全・安心な場として

の確保が不可欠であるが、東日本大震災など、学校に

関係する災害等は多様化し深刻さを増しつつあること

について触れた。保健体育科の教員を目指す学生にと

って大切な内容を多く含む学校安全であることから、

学校安全の3領域や、学校安全の体系についても説明

した結果、東日本大震災を教訓とする内容の部分は薄

くなってしまった。石巻専修大学の訪問日程との関係

上、授業を組み直す余裕がなく準備不足であった。 
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2.2 教職論における学校安全 

2.2.1 使用テキストの選択 

教職論のテキストは津田・広岡(2021)と久保・砂田

(2018)の2冊を使用した。津田・広岡では、学校安全を

1つの章として扱っており、東日本大震災についての

記述も数行ある。一方、久保・砂田では、安全・安心

の学校づくりという章の中で学校事故と裁判事例を多

く扱っており、その中で東日本大震災の際の石巻市立

大川小学校をめぐる裁判についても紙面を割いている。

ただ、この章は、学校事故、教師の責任の有無、危機

管理、学校安全、安全確保の限界、関係する条件整備

というように、内容が盛りだくさんであり、取捨選択

して取り扱えば極めて効果的であるが、シラバスを検

討する段階で、内容の多さから、この章は外してしま

った。 

よって、津田・広岡のテキストを用いて授業を行う

こととなった。反省点としては、その他の回では、両

方のテキストを用いて授業を行うことも多かったので、

ここもそうすべきであったということが挙げられる。 

2.2.2 東日本大震災の教訓を伝える授業実践 

当初から1月に学校安全の授業をする予定だったた

め、12月に実施した教育行財政とは異なり、授業で東

日本大震災をしっかり扱う準備をすることができた。 

授業では、学校が安全・安心な場としての確保が不

可欠であるが、学校に関係する災害等は深刻さを増し

つつあることや、学校安全の3領域や及び学校安全の

体系について全般的に説明をしたところまでは、教育

行財政と同様であった。 

次に、3領域のうちの災害安全について扱った。まず、

阪神淡路大震災での学校が避難所化した様子をWebサ

イトで提示し、学校機能と避難所機能の両立が課題と

なったことなど緊急になすべきことの整理が必要なこ

とについて言及した。次に、東日本大震災の時の石巻

市立大川小学校の津波被害の経緯と裁判の結果につい

て、裏山の中腹から見た大川小学校の写真や、大川小

学校周辺の津波の経路と教師・児童の移動経路の図を

示しながら詳しく説明した。その際、大川小学校津波

被害訴訟の仙台高等裁判所判決文を教材として活用す

るために、新福(2021)を参考とした。 

行動力と判断力に優れた保健体育科の教員になって

ほしいという願いを込めて説明したが、反省点として

は、学生がそれをどう受け止めたかの把握をしていな

かったことである。 

 

3 2年目の実践 

3.1 教育行財政における授業改善 

2年目の使用テキストは前の年と同じながら、資料

を加え、学校安全に関してかなり時間をかけた。 

学校安全では、学校に関係する災害等は多様化し深

刻さを増しつつあることについて触れ、次に、安全教

育の観点から、文科省による学校安全計画例から注目

した内容をグループワークにより気づかせ、共有した。

さらに、学校安全の3領域について、データを示しなが

ら進めた。最後の災害安全では、梅野・新福・蜂須賀

(2021)から、東日本大震災における幼稚園バス事故と

大川小学校の裁判資料を参考にした。この2つの訴訟

では、何が問題だったのか、また、教員として、学校

としては当時どうあるべきだったのかをグループワー

クとその結果の全体での共有により気づかせた。 

裁判資料を用いたグループワークによって、危機管

理マニュアルの大切さやラジオや防災無線などによる

情報を正確に把握することの大切さに各自が気づくこ

とができていた。 

最後に本時のポイントをまとめたレポートを提出さ

せたが、反省点としては、そのレポートに感想まで書

くよう明確に指示していなかったため、学生がどう感

じたかの把握ができなかったことである。 

 

3.2 教職論の授業に向けて 

2年目はクォーター制のため、教育行財政は10月と

11月、教職論は12月と1月に授業を実施することとな

った。 

昨年度の実践以後、東日本大震災では、石巻市立大

川小学校だけではなく、いろいろな学校の事例がある

ことに着目し、改めて宮城県内の学校等を視察するこ

ととした。ただ、日程の都合上、今年度の教育行財政

が終了してからの視察となった。主な視察先は、名取

市震災復興伝承館、震災遺構仙台市立荒浜小学校、石

巻市震災遺構門脇小学校、せんだい3.11メモリアル交

流館である。 

ほとんどの施設ではビデオが上映されていて、それ

ぞれの地域あるいは校舎での出来事をインタビュー形

式で伝えており、大変ためになるものであった。学校
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関係者では、校長、教頭、教員、当時の児童生徒が数

か所のビデオで当時のことを丁寧に伝えていた。 

名取市震災復興伝承館では、閖上保育所の子どもた

ちは閖上小学校へ避難したが、閖上地区の住民は「こ

こは津波というものは来ない」と思っていたというこ

とを知ることができた。1933年に起きた昭和三陸地震

による昭和三陸津波後に石碑が建てられ、このときに

は20軒が浸水したが人畜に被害はなかったものの、地

震があったら津浪の用心を、という内容が石碑に彫ら

れていた。しかし、1960年チリ地震津波、2010年チリ

地震津波の2回とも大きな被害がなかったため、いつ

しか「閖上には津波は来ない」という安全神話が浸透

し、石碑があることを知る人も減っていった。東日本

大震災の直後の放送された「10mの津波」というラジ

オの情報を人々に伝えても誰一人反応しなかったとい

う事例も紹介されていた。 

また、この名取市震災復興伝承館では、水深30cmの

水だとどれぐらい歩きにくいかを、特製の下駄を履く

ことで実感できるようになっていた。試してみたが、

5,6歩進むだけでも、かなりの脚力を使い、一旦立ち止

まる必要があった。これでは遠くまで歩いていくこと

などできないと実感した。 

その一方で、今でも津波の潮の匂いが残る震災遺構

校舎では、見学者の感想の中に「自分の学校の避難訓

練は緊張感がない」というものがあり、形骸化が現実

のものであるということも実感した。 

 

3.3 教職論における授業改善 

授業では、第3次学校安全の推進に関する計画(2022)

にあるように、教員養成における危機管理の知識とし

て、認知バイアスや適切な権威勾配にも触れ、いくら

災害に強いインフラを整備しても、児童生徒の危機予

測・回避能力の育成が必要であることを強調した。 

次に、東日本大震災の教訓の数々という資料を配布

した。大川小学校の裁判は詳しく載せ、あとは、津波

と火災の中子どもたちと地域住民が全員裏山へ避難し

た石巻市立門脇小学校、徹夜で子どもたちをヘリコプ

ターで運んだ仙台市立荒浜小学校、小学校へ避難した

名取市閖上保育所などを１行ずつ載せて、書き込める

ようにした。写真などを示しながら進める準備をした。 

しかしながら、時間が足りなくなり、後半は駆け足

で説明したため、思うように伝えきることができずに

終わってしまった。 

振り返ってみると、最初に震災直後の校舎の写真を

2枚提示したことで、学生は、少し自分事と捉えていた。

ただ、後述するように、これには欠点もあり、怖さで

教育することは効果が薄いので、その時限りの効果だ

ったかもしれない。 

 

3.4 教職論の実践に対する学生の感想について 

3.4.1 主な感想 

教職論の授業レポートは、主に大切だと思ったこと

を書くものとしているが、実際には感想を書いて来る

者も多いことから、ポイントを把握できたかと、どう

感じたかを両方知ることができ、次の授業での補足説

明や次年度の授業改善にもつなげられるものとしても

活用している。 

全てを計画通り進められなかったが、学生は自分事

として真剣に感想を書いていた。 

学校安全の授業レポートの主な感想を5つに分類し

た。それぞれの分類ごとの感想の概略は以下のとおり

である。 

1点目は「安全意識」である。 

・安全は当たり前ではなく、日々の意識と準備によっ

て成り立っていると感じた。 

2点目は「形式的な実施や形骸化への懸念」である。 

・マニュアルや避難訓練が形骸化する危険性が印象に

残った。 

・避難訓練などは形式的に行うのではなく、生徒に実

際の場面を想定して考えさせる工夫が必要である。 

・避難訓練は形式的なものではなく、実際の場面を想

定し、課題を見つけて改善するための重要な学習機

会である。 

・今日学んだことを忘れずに、生徒に東日本大震災の

ことなどを伝え、風化させないようにしなくてはい

けない。 

3点目は「教員が身に付けるべき力や意識」である。 

・今回の授業を通して、教師は指導者である前に、子

どもたちの命を守る責任を担っている存在であるこ

とを強く意識するようになった。 

・最も大切だと感じたことは、教員が「事故や災害が

起こってから対応するのではなく、起こる前に防ぐ」

視点を持つことである。 

・体育や行事などの日常の教育活動の中に多くの危険
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が潜んでおり、教師は危険を予測する力が必要であ

る。 

・重要だと感じたのは、教職員一人ひとりの危機意識

と共通理解である。どれほど設備やマニュアルが整

備されていても、それを正しく活用できなければ意

味がない。 

・教師自身が状況に応じた判断力を身に付けることが

重要だと感じた。 

4点目は「子どもたちに身に付けさせるべき力」であ

る。 

・子どもたちに考えて行動する力を育てることが重要

だと感じた。 

・子ども自身が危険を理解し、自分の身を守る力を身

に付けることも重要である。 

・いくら災害に強いインフラを整備しても、人間の危

機予測・回避能力の育成が必要である。 

5点目は「教員養成において獲得した必要な知識」で

ある。 

・教員養成の中で、過去の事例から①認知バイアスや

②適切な権威勾配が緊急時に必要なことの学修が必

要である。 

・東日本大震災では地震よりもそのあとの津波による

被害の方がとても多かったと知った。 

3.4.2 感想の考察 

今回の授業レポートにおいて、学生からいつもより

自分事としてとらえた感想が多かった理由の一つは、

3点目にあるように、保健体育の教員を目指す学生は

体育の授業でも多くの危険が潜んでいることにもある

と考えられる。また、運動部に所属している、あるい

は所属経験のある学生なので、怪我なく安全に活動す

ることの大切さを、身をもって知っていることも大き

いと考えられる。 

2点目の形骸化への懸念は、視察したときの見学者

の感想のような現実をどう立て直すかであり、そうし

た意識をぜひ持ち続けていてほしいものである。また、

視察した各地域には伝承館があり、風化させないとい

う努力が随所に見られた。学生もこのことを意識し続

けて伝える側になっていくことを期待する。 

3点目の教員が身に付けるべき力と意識では、いろ

いろな考え方が出てきた。①起こる前に防ぐ、②危険

を予測する、③設備やマニュアルを正しく活用できる

必要性、④設備を整備しても予測・回避能力の育成は

必要、⑤教師自身が状況に応じた判断力が必要の5つ

である。それぞれもっともな考えである。しかし、全

員が無事だった釜石小学校で事前に指導してきた片田

(2012)は、今回の教訓として、「ハード施設による防災

のみで住民の命を守ることは不可能」であり、「災害と

いう不測の事態に対処するための住民の「逃げる」な

どの「社会対応力」を高める必要が」あるとし、「ハザ

ードマップに示された想定にとらわれて、自分の命を

自分で守るという主体性を失っていないだろうか」と

述べている。片田(2012)は、「津波から命を守る三原則」

の1点目として、「想定にとらわれるな」と述べている。

この点を授業で強調すべきであった。つまり、学生の

考え方の「③設備やマニュアルを正しく活用できる必

要性」という点では、マニュアルを正しく活用できる

必要性はもちろん大切だが、それでよしとせずに「⑤

教師自身が状況に応じた判断」をすることが必要なの

だということを伝えきれていなかったのである。 

その点は4点目の子どもたちに身に付けさせるべき

力にもつながる。片田(2012)は、「津波から命を守る三

原則」の2点目、3点目として「その状況下において最

善を尽くせ」「率先避難者たれ」と述べている。4点目

のレポートを書いた学生たちは、そのことと同じ考え

であり、大変望ましいことである。 

授業では、釜石の「津波てんでんこ」について、ご

く簡単に口頭で紹介しただけであったが、3点目の冒

頭の「子どもたちの命を守る責任を担っている存在」

として子どもたちを守っていくには、今後の授業では

「津波から命を守る三原則」を取り入れていく必要が

あると考えている。 

5点目の教員養成において獲得した知識では、特に、

授業において①認知バイアスについて実例を紹介した

こと、②適切な権威勾配が大川小学校の反省から必要

であることを強調したことが伝わったと考えられる。

これらについては、今後もしっかり取り扱おうと考え

ている。 

 

4  授業実践の成果と課題 

本稿では、2年間4回の授業における東日本大震災を

用いた学校安全の一領域である防災教育の取り組みと、

学生の授業レポートの感想により、授業実践を報告し

た。 

4回目の授業における学生の授業レポートによれば、
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学生は、防災教育を自分事としてとらえることができ

たとことは大きな成果と考えている。 

今後の課題は数点あるが、まず、4回目と同じぐらい

の防災教育を教育行財政でも行えるようにすることが

あげられる。 

また、他の課題としては、この4回目の授業に関して

言えば、災害は怖いものであるというところから入っ

ていることがある。片田は、「津波防災教育というと、

過去の津波の被害写真を示し、「津波とはこんなに怖い

ものである」と教えると思いがちだが、こうした「脅

しの教育」だけでは効果は薄い」と考えている(NHK

スペシャル取材班、2015)。片田は、「災害から命を守

るためには「三つ大事なことがある」と気づき、それ

を「避難の三原則」としてまとめた」(同、2015)。こ

れは「津波から命を守る三原則」と内容は同じである

が、津波に限らず災害に適用できるものである。この

「避難の三原則」を活用していく必要がある。 

大川小学校のことは教職論でも取り扱ってきたので、

教育行財政で再度取り扱っても学生にとっては新鮮味

に欠ける部分があったことから、これら2科目におけ

る内容の棲み分けをより一層工夫していく必要がある。 

このほか、グループワークの工夫による理解の深化、

視察で得られた事柄を取り扱う時間の確保のためのシ

ラバスの検討、毎回の授業において感想を提出させる

ことによる更なる授業改善など、様々な取組を通して

より効果的な授業となるようにすることが今後の課題

である。 
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教育実践報告 

 

SIUスポーツクラブのアウトリーチ型健康教室の実践が学生の指導/支援能力に与える影響 

～児童および高齢者を対象として～ 

 

札幌国際大学 スポーツ人間学部 スポーツ指導学科 准教授 本多 理紗 

 

キーワード：SIUスポーツクラブ、アウトリーチ、支援能力 

 

1 はじめに 

 SIU スポーツクラブは、スポーツ活動を通して、清

田区民の健康増進を図り、地域社会（清田区）への貢

献に資することやスポーツ人間学部の教育活動におけ

る実践的な学びの場とすること、清田区民と本学学生

及び教職員との交流を深め、コミュニティの形成に寄

与することを目的とし、令和 2年度にプレイベントと

しての実証事業を経て、令和 4年 4月に設立した。令

和 5年度より、授業科目「テーマ研究」や「応用演習」

一環として学生自らが高齢者を対象とした健康体操教

室のプログラムの計画をし、SIU スポーツクラブの運

営を行う取り組みを実施した。SIU スポーツクラブの

アウトリーチにおいては、平成 24年 10月より地域連

携事業を展開してきた今金町をフィールドとし、令和

4年度より行っている。 

鎌田は（2004）は、アウトリーチ（outreach）とは

知らない人に手を差し伸べて必要な情報を伝えること

とし、大学から地域へのアウトリーチ活動は数多く報

告されている。その目的や内容は、多岐にわたってい

る。村松ら（2013）は、大学生の学外実習による地域

住民を対象としてプログラムにおいては、学生は自ら

の体験学習を通して、コミュニケーション能力や知識、

問題解決能力の必要性を短時間で学ぶことができたと

報告している。経済産業省（2010）は、「経験が人の

内部で構造化し、社会人基礎力を向上させ、人を成長

させる」としている。また、本多（2024）は、SIUスポ

ーツクラブのプログラム計画をし、運営までを行うこ

とは、社会人基礎力の向上に大きく寄与する可能性が

あることを報告している。 

本研究では、SIU スポーツクラブのアウトリーチ型

健教室の実践が学生の指導/支援能力に与える影響に

ついて検証することを目的とした。 

 

（1）今金町について 

 今金町は、北海道渡島半島の北部に位置し、冷涼な

気候の下、豊かな土壌と清流・後志利 別川に育まれた

町である。人口は、4,320 名（令和 8 年 1 月現在）、

高齢化率は 43.0％（令和 7年 1月現在）と、人口減少

と高齢化の進行が進んでいる。健康寿命の延伸を図る

など、地域の人的資源、社会資源を効率的かつ効果的

に活用していくことが求められている。 

 

（2）健康教室について 

 SIU スポーツクラブの健康教室は、令和 5 年度より

高齢者の健康増進やフレイル予防を目的とし、年間を

通して計 6回（春学期 3回、秋学期 3回）開催してい

る。（写真－1、写真－2）授業科目「応用演習」「テ

ーマ研究」の一環として運営を行い、春学期は 4年生、

秋学期は 4年生のピアサポートのもと 3年生が主体と

なり、目的に合わせた運動やレクリエーション活動を

90 分のプログラムとして学生自身が考案し構成して

いる。また、健康教室開催に向けて 2講義分（210分）

をプログラムの立案や練習とリハーサルに充て、徹底

した準備を行っている。SIU スポーツクラブ実施後は

必ず振り返りをし、抽出された改善点や反省を次回の

運営に活かすことで実践的な学びのサイクルを構築し

ている。そのノウハウを活かし、今金町において SIU

スポーツクラブのアウトリーチ健康教室を開催してい

る。（表１） 

写真－1 春学期     写真－2 秋学期 
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表－1 今金町においてのアウトリーチ健康教室 

日時 場所 対象者 参加人数 

令和 4年 11月 12日（土） 

14 時～15 時 

美利河地

区 

高齢者 9 名 

令和 4年 11月 13日（日） 

10 時～11 時 

花石地区 高齢者 12 名 

令和 5 年 8 月 11 日（金） 

10 時～11 時 

花石地区 高齢者 10 名 

令和 6 年 8 月 7 日（水） 

13 時～14時 30 分 

美利河地

区 

高齢者 11 名 

令和 6 年 8 月 8 日（木） 

10 時～11 時 

今金町総

合体育館 

児童 30 名 

令和 7 年 8 月 5 日（火） 

14 時～16 時半 

今金町総

合体育館 

児童 41 名 

令和 7 年 8 月 6 日（水） 

10 時～11 時半 

花石地区 高齢者 ９名 

 

2 研究方法 

（1）研究の目的 

SIU スポーツクラブのアウトリーチ型健教室の実践

が学生の指導/支援能力に与える影響について検証す

ることを目的とする。 

 

（2）調査対象 

2025年度の授業科目「応用演習」「テーマ研究」の

履修者 15 名のうち今金町への SIU スポーツクラブの

アウトリーチ型健康教室に参加した 11 名が対象であ

る。 

 

（3）SIUスポーツクラブのアウトリーチ実施日時 

 2025年 8月 5日（火）児童を対象とした「モルック

交流会」を 14時～16時半、2025年 8月 6日（水）高

齢者を対象とした「健康特別教室」10時～11時半で実

施した。 

 

（4）プログラム内容の内容 

1）児童対象の「モルック交流会」 

 教職を履修している学生が中心となり、プログラム

の内容を決定した。モルックを経験している児童も多

くいるため、モルックのルール確認と試合を多くし、

学生と交流できる 90分程度のプログラムを立案した。

前日リハーサルにおいては、熱中症予防や道具の使用

方法に関して等の安全面に留意し、安全に楽しく児童

が参加できる配慮の確認を全員で行った。 

2）高齢者対象の「健康特別教室」 

楽しく身体を動かし、コミュニケーションを促進す

ることを目的とし、90分のプログラムを①アイスブレ

ーキング（25分）（表－2）②体操（10分）（表－3）

③レクリエーション活動（45 分）（表―4）の 3 つの

内容のチームに分け、役割を決定した。リーダーを中

心に各プログラムを考案し、資料を作成することを行

った。SIU スポーツクラブでも考案した内容を実施し

改善点を抽出した。また繰り返しリハーサルを行うこ

とで、プログラムの内容の検証を行った。 

 

表－2 アイスブレーキング内容 

アイスブレーキング（25分） 

指折り体操(10数えながら指を折る。右手親指からお

り、左手は人差し指から折る） 

2拍子・4拍子（左手は 2拍子・右手は 4拍子の動作

を行う） 

文字当てゲーム（ひらがな 5 つの中から単語を見つ

け出す） 

キャッチ(2人１組になり、①片方の方が両手の人差

し指を出し、②もう片方の方が指で筒を作り、支援

者の「キャッチ」の声掛けで①は、人差し指を上げ②

は筒を握る) 

 

表－3 体操内容 

体操（10分） 

筋力トレーニング                   

（10回程度 状況に応じて 5回など） 

カーフレイズ（かかと上げ）              

トウレイズ（つま先上げ）               

レッグエクステンション（膝伸ばし） 

リズム体操（振付の説明をし、1分 40秒程度の体操

を行う。）（曲名：め組のひと） 

 

表－4 レクリエーション活動 

レクリエーション活動（45分） 

クッブビンゴ（4チームもしくは 2チームに分かれ、

クッブに当てる練習を行う。） 

クッブビンゴ試合（先にビンゴになったチームが勝利） 

整理体操（手首・背中・腿の裏・深呼吸など） 
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写真－3チームの話し合い  写真－4 資料作成 

 

写真 5－プログラム考案  写真―6前日リハーサル 

写真－7モルック交流会① 写真－8モルック交流会② 

写真－9 健康特別教室   写真－10 振り返り 

 

（5）調査について 

 2025年 8月 6日（水）の健康特別教室後、参加した

学生 11 名にアンケート調査を行い、児童とのモルッ

ク交流会や高齢者の健康特別教室を終えての感想や運

営を通して学んだことや得たこと等の所感について調

査した。また、参加者については、高齢者のみ 8 月 6

日（水）の健康特別教室後に簡単な聞き取りを行った。 

 

3 学生へのアンケート調査の結果（学生の自由記述

より） 

（1）児童とのモルック交流会について 

1）運営においての対応について 

 「低学年の子でお友達とけんかしていたり、あまり

グループの中に馴染めていなさそうな子を対応してい

くなかで、その子たちにどのように声をかけることで

やる気が出るのかなど、一人ひとりによって対応の仕

方は全然違う分、感情が豊かな子なんだなや負けず嫌

いな子なんだななどがわかって、自分の中ではそれを

知れてよかった。」「全員が平等に投げることができ

るように気を配れた。」「子供の目線に合わせて接す

ることができた。」 

 児童の感情の動きやひとり一人への対応の仕方の発

見があった。 

2）高齢者支援との比較について 

「いつも高齢者の方と接してることが多かったので、

子供たちになったら色々と対応変わる中、移動する時

の声かけなど出来たと思ったので、すごく良かった」 

「高齢者と接する時とのギャップを感じた。児童は行

動が読めないため、より体力を使った」「言葉遣いや

児童に理解して貰えるような言葉を選んで説明や対

話をできたと思う」 

 対象者が変わっても、相手に合わせた言葉選び（児

童目線）や移動のサポートといった基礎的な対人援助

技術が有効であることが確認できた。 

3）運営上の課題について 

「子どもたちと一緒に楽しむことはとても大切なこ

とだと感じた。だが、メリハリなどといった点から考

えると、子どもと同じ楽しみ方をしてはいけないと改

めて感じることができた」「児童と同じ土俵に入って

しまい、メリハリをつけられていない場面が何回かあ

った。この場面を減らすためにも、立場を理解して、

メリハリをつけるような発言を児童に伝えるべきであ

った」「前で話してるときにずっと話してたりしてう

るさくて聞こえなかったりすることが多かった」 

運営者としての立場を維持しながら、場をコントロ

ールする技術の難しさがわかった。 

4）安全面と今後の改善点 

 「モルックは投げる時危ないので、後ろの子達に当

たりそうだった。自分からもっと声かけ行けば良かっ

た」「最初の説明の部分がぐだぐだになってしまった

部分があって、まだ準備が足りなかったのかなと感じ

る部分でした」「去年よりも人数が多くて説明を全体

に行き渡らせるのが難しかった。危ないこと、ダメな

ことはしっかり言うようにしないと危ないなと思っ

た」 

安全管理についての大切さの再確認と、大人数に対

する指示の通し方や、危険予測に基づいた事前の配置
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設定に改善の余地があることが明確になった。また事

前準備の大切さを再確認した。 

 

（2）高齢者の特別健康教室について 

1）運営においての対応について 

 「やる前はこれはできるかなできないかなというこ

とばかりを考えていたのですが、やっていく中で、で

きなくてもやってみることが大切であって、その中で

生まれる高齢者の方々の笑顔が 1 番良いのかなと感じ

ました。」「耳が遠い方のお話の仕方や周りよりも少

し理解が遅い方など様々な人がいる中で、一人一人学

生が対応していったことによって、最後に皆さんから

『とても楽しかった、来年もよろしくお願いします』

というようなお言葉を頂けてよかった。」 

その場を楽しむ雰囲気作りが、参加者の満足度（QOL

の向上）に結びつくことを学んだことがわかった。 

2）個別対応と安全管理 

「1 人に対して 1 人担当をつけるということにして、

沢山コミュニケーションをとることができた。安全面

もどんな動きに対して注意するかを事前に打ち合わせ

ておいたおかげでしっかり配慮できていた。」「参加

者全員に一人一人学生がついて安全管理を徹底してい

たところはとてもいいと思いましたし、臨機応変にそ

の場の状況などに合わせて動くことも出来ていた。」 

学生一人ひとりが参加者に寄り添うことで、安全性

が高くなり満足度を両立させていることがわかった。 

 3)改善点について 

「改善点は態度である。支援者としての態度が欠如し

ていたため、余裕が出来てきた時の態度をもう一度確

認したい。」「改善すべき点としては無意識に出る姿

勢や態度がふさわしくない事だったりがありました。

外からの目線を考えることです。」「『楽しかった！』

と言って貰えた理由は遅くまで残って準備をしたこと、

何回もゼミで練習をしてきたからこそである。」 

支援者としての姿勢や態度が理解でき、事前の準備

が成果を左右したことが述べられている。学生同士が

フォローし合うチーム体制が、円滑な運営の鍵となっ

た。 

 

4 高齢者への聞き取り 

高齢者への聞き取りは学生が 1 対１人で行い、2 分

程度で教室の感想の聞き取りを行った。（表－5） 

 

       表－5 教室の感想 

手の運動が難しいそうだったが、実際にやってみる

と楽しかった。 

すごく楽しく良い運動になった。来年も来たい。 

ずっと楽しかった。以前やったモルックが楽しかっ

たから次回はぜひモルックをやりたい 

とても楽しかった。来年もお願いします。 

とても楽しかった。昨年も参加し、今回も内容もよ

かった。少し暑かった。 

1 人暮らしで仕事もしているので、足腰の運動がで

きて良かったし、楽しかった。普段は草取りなどを

して体を動かしている。 

楽しかった。普段レクをやらないので、体操よりも

遊ぶ系が良い。ダンスの時のじゃんけんが勝てなく

て悔しかった。脳トレも紙があってわかりやすかっ

た。 

楽しかった。遊び系の体を動かす取り組みをこれか

らもしていきたい。 

楽しかった。とても良い運動だった。 

多くの参加者が「楽しかった」「来年も参加したい」

と回答していた。また、普段の生活（一人暮らしや仕

事、草取り等）の中では得られない運動機会や、脳ト

レへの前向きな反応が見られた。 

 

5 考察 

 今回の SIUスポーツクラブのアウトリーチ型健康教

室の実践を通して、学生は対象者の特性に応じた指導

/支援能力の多角的な変容があったと考える。児童対象

の実践においては、「一人ひとりへの共感」と「集団

の規律」を両立させる困難さが明確になり、個々の感

情を尊重しながらも場をコントロールするリーダーシ

ップの重要性を学んだ。一方で高齢者対象の実践では、

身体的な配慮のみならず、敬意ある配慮と支援者とし

ての適切な態度（プロ意識）を再確認し、対象者ごと

にコミュニケーションスキルを使い分ける柔軟性を獲

得したと考える。また、「指導者」および「支援者」

という立場からの単方向的な関わりではなく、対象者

の主体性を引き出しながら、場全体をコントロールす

る双方向的な関わり方の必要性を理解した。これらを

支えたのは、徹底した事前準備や練習と明確な役割分

担であり、それらが基盤となって初めて本番での臨機

応変なチーム連携が可能になることを、実践を通して

39



学習したと考える。 

 

6 まとめ 

 本活動は、大学での学びを地域社会へと還元する「ア

ウトリーチ」という形態をとることで、学生に机上の

学習では得られない実践の場を提供することができた。 

実践を通じて、児童から高齢者までという幅広い世代

の「生の声」に触れ、それぞれの生活背景や身体・心

理的特性を理解することができた。学生たちは、自身

の知識や技術が現場のリアルな状況（児童の予測不能

な動きや、高齢者のニーズ）に直面した際の葛藤を乗

り越えることで、自身の関わり方が対象者に与える影

響を再認識し、支援者としての意識の向上を図ること

ができた。また、個々の学生の成長のみならず、チー

ム全体として「安全」と「楽しみ」を確保させるため

の組織的な動き（事前練習、現場で対応）を習得した

ことは、今後の社会生活においても土台となると考え

る。 

今後は、今回の実践で明確になった「指導と支援の

統合」という視点をさらに深め、学生が対象者一人ひ

とりの主体性を尊重できる支援技術の習得ができるよ

うに励んでいきたい。 
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